
モ
ス
レ
ム
園
家
マ

ラ
ッ
カ
の
成
立

和

田

久

徳

十
五
、
六
世
紀
に
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ
ム
化
が
急
速
に
展
開
し
た
事
情
に
つ
い

て
は
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
が
直
接
の
推
進

①
 

モ
ス
レ
ム
圏
家
マ
ラ
ッ
カ
の
出
現
は
東
南
ア
ジ
ア
史
の
上
で
重
要
な
出
来
事
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

マ
ラ
ッ
カ
園
が
モ

- 77ー

力
と
な
っ
た
と
さ
れ
、

と
れ
ま
で
明
確
に
検
討
さ
れ
た
と
は
云
い
難
く
、

②
 

改
宗
に
つ
い
て
誤
っ
た
解
穫
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
研
究
の
現
紋
で
あ
る
。
本
論
文
で
は
、

ス
レ
ム
園
家
と
し
て
成
立
し
た
時
期
、
そ
の
意
義
な
ど
に
つ
い

て
は
、

マ
ラ
ッ
カ
閥
君
主
の

モ
ス

レ
ム
闘
家
マ
ラ
ッ
カ
の
成
立
に
闘
す

る
諸
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
見
た
い
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム

教
受
容
に
閲
し
て
、
現
存
す
る
確
貧
な
誼
擦
と
し
て
は
、
同
園
の
君
主
な
ど
の
墓
碑
が
あ
る
。
そ
の
中
で
最
も
早

③
 

期
の
も
の
は
マ
ン
ス

1
ル
H
シ
ャ

l

(
一
四
五
六
/
五
九
|一

四
七
七
)
の
墓
碑
で
、
一
九
一

八
年
頃
に
マ
ラ
ッ
カ
市
で
接
見
さ
れ
、
現
在
は
ク

④
 

ア
ラ

H
ル
ン
プ
ル
の
開
立
博
物
舘
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
碑
銘
の
解
讃
に
よ
る
と

241 

故

宮
古却『
『血
「
巴
ち
の
息
子
で
あ
り
、
公
正
な
る

ス
ル
タ
ン
に
し
て
豪
放
な
る
君
主
で
あ
っ
た

ω三
S
ロ
富
山
口
宮
『
ω宮
町

の
墓
。
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S
Q
 

と
記
さ
れ
て
い
る
。

マ
ン
ス

1
ル
H
シ
ャ

1
の
次
の
君
主
ア

ラ
l
ウ
γ
デ
ィ

1
ン

ご
四
七
七

l
一
四
八

O
頃
)
の
墓
石
は
ジ
ョ
ホ

l
ル
州
ム
ア

ル
地
医
で
接
見
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
碑
銘
は

ωロ
一
円
山
口
宮
口
N
『『
2
・
ω宮
田
町
の
息
子
で
あ
る

ωc-gロ
宮
吉
田
口
『

ω
E
V
の
息
子
で
あ
り
、

輝
か
し
く
、

至
一帽
を
受
け
、
心
の
清
き

ω三
g
ロ

と
f拝
読 〉よ
さ ;;;
れ竺
て千
1;->吾

、⑥の

墓

と
れ
ら
ス
ル
タ
ン
の
墓
石
の
ほ
か
に
、
王
族
の
も
の
も
護
見
さ
れ
て
居
り
、
同
州

ω
ミ
oロ
m
E
E口町
に
あ
っ
た
墓
石
の
一
に
は

と
刻
さ
れ、

ωロ
}
門
出
口
宮
口
N
印有印可

ω
g
v
の
息
子
で
あ
る

ω三
S
ロ
沼
田
口
印
ロ
円

ω宮
町
の
息
子
、
故

ω巳
包
ヨ
田
口

ω
g
y
の
墓
。

②
 

マ
ン
ス

I
ル
H
H
シ
ャ

l
の
王
子
の
も
の

で
あ
る。

こ
れ
ら
は
、
碑
面
に
ア
ラ
ビ
ア
文
字
で
コ

l
ラ
ン
の
章
句
な
ど
を
刻
し
て
い
る

墓
石
の
型
、
刻
さ
れ
た
人
名
・

稽
披
な
ど
か
ら
も
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
墓
で
あ
る
と
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
撃
碑
に
よ
っ
て
、

に
そ
の
次
が
そ
の
子
の
ス
ル
タ
ン

H
ア
ラ

1
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
で
あ
る
乙
と
、
す
な
わ
ち
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
以
後
の
歴
代
君
主
が
ス
ル

- 78ー

ス
ル

タ
ン

H
ム
ザ

ッ
フ
ァ

ル
H
シ
ャ

1

(
一
四
四
五
|

一
四
五
六
/
五
九
)
の
次
が
そ
の
子
の
ス
ル
タ
ン
リ
マ
ン
ス

l
ル
H
シ
ャ
ー
で
あ
り
、
更

タ
ン
の
稀
披
を
と
る
モ
ス
レ
ム

君
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
賓
で
あ
る
。

墓
碑
と
な
ら
ん
で
確
貫
性
の
高
い
史
料
と
し
て
は

マ
ラ

γ
カ
園
の
錦
貨
と
し
て
は
、

⑧
 

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
園
立
博
物
舘
に
牧
蔵
さ
れ
た
も
の
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
全

マ
ラ

ッ
カ
園
の
君
主
が
授
行
し
た
貨
幣
が
あ
る
。

ーマ

ラ
y
カ
河
河
口
で
一
九
O
O
年
と
一
九
O
四
年
に
設
見
さ
れ
、

部
イ
ス
ラ

ム
風
の
型
の
錫
貨
で、

表
側
の
銘
文
で
解
誼
さ
れ
た
も
の
は
、
冨
己

S
F司
ω宮
山
町
〉
ナ
ω己
g
ロ一

呂
田
口

2吋

ω『E
U
Eロ
ロ
向
日
山
『
『
同
司

ωvmHV
〉
「

ωロ
-
Sロ
一
〉

-ω
三
g
ロ
ロ
向
即
日
HBロ
円
四
(
あ
げ
各
)
一
〉

V
B包
玄
ロ
富
田
町
ヨ
ロ
乱

ωFち
で
あ
る
。
す
、
な
わ
ち
、

ム
ザ
ッ

フ
ァ
ル

U
シ
ャ

1
以

後
マ
フ
ム

I
ド
リ
シ
ャ

l

(
一
四
八
O
頃
|
一

五
一
こ
に
至
る
歴
代
君
主
の
名
と
ス
ル
タ
ン
の
格
競
、
-
な
ら
び
に
マ
フ
ム

1
ド
H
H
シ
ャ

!
の
子

ア
フ
マ

ッ
ド
の
名
が
認
め
ら
れ
る
。
ζ

れ
ら
の
貨
幣
の
刻
文
か
ら
も
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

1
以
後
が
ス
ル
タ
ン
の
稀
放
を
採
る

モ
ス
レ
ム

君
主
の
時
代
で
あ
っ
た
と
と
が
わ
か
る
。
な
お
、
鈴
貨
の
銘
文
に
ア
ラ

1
ウ
ッ
デ
ィ

1
ン
の
名
だ
け
が
見
え
な
い
が
、
同
王
の
在
任
期
聞
は
短



か
っ
た
の
で
ゆ
そ
の
聞
に
貨
幣
鋳
造
が
・
な
さ
れ
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
、
鋳
造
し
て
も
少
量
で
あ
っ
た
た
め
に
麓
見
さ
れ
な
い
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。

一
方
、
中
園
史
料
で
あ
る
『
明
貫
録
』
に
は
満
刺
加
(
マ

ラ
ッ
カ
)
園
の
朝
貢
記
事
が
散
見
す
る
か
ら
、

知
り
う
る
理
で
あ
る
。
同
書
の
景
泰
六
年
(
一
四
五
五
)
五
月
己
未
の
僚
に
、
満
刺
加
園
王
速
魯
檀
無
暮
傍
那
沙
が
遣
使
来
朝
し
た
記
事
が
あ

マ
ラ
ッ
カ
園
君
主
の
公
式
種
競
を

る
。
つ
い
で
、
天
順
三
年
(
一
四
五
九
)
六
月
戊
午
の
篠
に
漏
刺
加
園
王
子
蘇
丹
芭
速
沙
が
遣
使
来
朝
し
た
記
事
が
あ
り
、
同
年
八
月
丙
寅
の

僚
に
、
明
朝
か
ら
使
者
を
涯
遣
し
て
、

王
子
蘇
丹
詑
速
沙
を
満
刺
加
園
王
に
封
じ
よ
う
と
し

⑩
 

た
こ
と
が
見
え
る
。
さ
ら
に
、
成
化
十
一
年
(
一
四
七
五
)
五
月
甲
寅
の
僚
に
、
満
刺
加
園
王
蘇
丹
拒
速
沙
の
遣
使
来
朝
の
記
事
が
あ
る
。
と
れ

死
去
し
た
園
王
速
魯
檀
無
蕃
併
嚇
沙
を
識
祭
し
、

ら
の
記
事
で
、
「
速
魯
檀
無
苔
併
那
沙
」
は

ωロ
ロ
自
窓
口
自
司
同
門
留
島
の
漢
字
表
記
で
あ
り
、
「
蘇
丹
十
亡
(
拒
)
速
沙
」
が

ωc-gロ
ロ
向
自
由
民
円

⑪
 

∞
宮
町
の
漢
字
表
記
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
と
と
で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、
『
明
貫
録
』
正
徳
十
六
年
(
一
五
二
一
)
七
月
己
卯
の
僚
に

- 79ー

正
徳
間
、
海
夷
俳
朗
機
逐
満
刺
加
園
王
蘇
端
嬬
末
、
而
援
其
地
。

と
、
と
れ
よ
り
十
年
前
、
俳
朗
機
(
ポ
ル
ト
ガ
ル
)
が
満
刺
加
を
占
領
し
た
時
の
マ
ラ
ッ
カ
園
王
を
「
蘇
端
嬬
末
」
と
記
し
て
い
る
。
乙
れ
は

⑫
 

ω巳
門
田
ロ
冨
田
F
B
C
円山の
漢
字
表
記
で
、
マ
フ
ム

l
ド
H
シ
ャ

1
の
と
と
で
あ
る
。
な
沿
、
ア
ラ
1
ウ
ッ
デ
ィ

I
ン
の
名
は
明
側
に
博
わ
ら
な
か

⑬
 

っ
た
ら
し
く
、
『
明
貫
録
』
そ
の
他
の
史
籍
に
記
載
が
な
い
。

⑮
 

『
明
貫
録
』
に
は
マ
ラ
ヅ
カ
園
の
初
代
君
主
か
ら
の
朝
貢
記
事
が
あ
り
、
歴
代
君
主
の
名
を
漢
字
表
記
し
て
い
る
が
、
宗
主
園
の
明
朝
に
封

す
る
公
式
通
交
の
場
合
に
、
ム
ザ
ヅ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
以
後
の
各
君
主
が
ス
ル
タ
ン
の
稽
披
を
用
い
た
こ
と
が
前
速
で
明
ら
か
で
あ
る
。

ζ 

れ

に
射
し
て
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
ー
よ
り
前
の
君
主
に
は
、

い
ず
れ
も
ス
ル
タ
ン
に
相
賞
す
る
漢
字
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、

ス
ル
タ

ン
の
稽
競
を
と
っ
て
い
・
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

⑮
 

ま
た
、
ボ
ル
ト
カ
ル
史
料
で
あ
る
ト
メ
リ
ピ
レ
ス
の
『
東
方
諸
園
記
』
を
見
る
と
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H
H
シ
ャ
ー
に
つ
い
て
、
す
ぐ
れ
た
君
主

243 

で
あ
っ
た
と
と
、
領
土
を
機
大
し
た
ζ

と
、
パ
ハ
ン
そ
の
他
を
服
属
し
彼
の
姉
妹
な
ど
と
婚
姻
関
係
を
結
ば
せ
て
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
さ
せ
た
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ζ

と
な
ど
を
述
べ

た
後
、

彼
は
自
ら

no
F
S
(
ス
ル
タ
ン
)
と
稽
し
て
い
た
が
、

と
の
土
地
で
は
、
ど
の
領
主
も
ラ
ジ
ャ
と
稀
し、

=J-。、
h
}

、

J
J
J
/

斗、

マ
ラ
ヵ
、

-" 
、J

ガ
ラ
だ
け
が
れ
O

一
窓
口
と
稀
し
て
い

る。

と

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

ー
が
ス
ル
タ
ン
の
稀
披
を
と
っ
た
と
と
を
明
記
し
て
い

る
(
生
田
、
四
O
五
頁
)
。
そ
し
て
、
同
書
の
前
後
の
記
述

と
併
せ
見
る
と
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
ー
が
初
め
て
ス
ル
タ
ン
と
稽
し
、
十
六
世
紀
初
め
ま
で
の
マ
ラ
ッ
カ
園
君
主
も
同
じ
穏
競
を
と
っ
た

ζ

と
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
、
中
園

・
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
史
料
か
ら
も
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

I
以
後
が
ス
ル
タ
ン
を
稀
す
る
モ
ス
レ

ム
君
主
で
あ
っ
た
ζ

と
が
確
か
め
ら
れ、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
墓
碑
・
鋳
貨
の
銘
文
か
ら
知
ら
れ
る
結
果
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
H
シ
ャ

1
以
後
は
ス
ル
タ
ン
で
あ
っ
た
と
と
は
確
寅
で
あ
る
が
、
同
王
以
前
の
マ
ラ
ッ
カ
固
に
、
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
教
が
受
容

- 80ー

さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
つ
い
て
は
、
現
地
史
料
で
あ
る
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
史
料
で
あ
る

『
東
方
諸
園
記
』

と
に
、

い
ず
れ
も
改
宗
の
時
期
を
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
日
シ
ャ

1
以
前
と
し
て
い

る
。
ま

⑮
 

『
ス
ジ
ャ

ラ
H
ム
ラ
ユ
』
の
俸
え
る
内
容
の
大
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
第
二
代
の
君
主

ω三
円
山
口
玄
m
m伊
丹
の
死
後
、
そ
の
息
子

河
ど
印

そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
所
俸
が
あ
る
が
、

ず、叶
市ロ
向
島
が
後
を
つ
い
だ
が
、
王
は
一
夜
夢
に
預
言
者
ム
ハ
ン

マ
ッ
ド
(
マ
ホ
メ
ッ

ト
)
を
見
た
。

マ
ホ
メ
ッ
ト
は
王
K

「
汝
の
名
は

冨
ロ
ゲ
白
ヨ・

ヨ
白色
で
あ
る
。
明
日
午
後
の
祈
祷
の
時
聞
に
ジ

ュ
ッ
ダ
か
ら
の
舶
が
入
港
し、

一
人
の
男
が
上
陸
し
よ
う
。
汝
は
彼
の
云
う
通
り
に
行
動
せ

よ
」
と
云
っ
た
。
目
ざ
め
て
か
ら
王
は
紳
が
か
り
的
に
な
り
、
大
臣
等
を
驚
か
せ
た
。
翌
日
午
後
の
祈
祷
の
時
聞
に
、
ジ
品
ツ
ダ
か
ら
の
舶
が

⑫
 

入
港
し、

ωど
三
円
て
〉
σ仏ロ
.て
〉
N
H
N

と
い
う
名
の
玄
白
W
V
仏
ロ
ヨ
(
翠
者
)
が
上
陸
し
た
。
王
は
ζ

れ
に
よ
っ
て
前
夜
の
夢
を
正
夢
と
信
じ
、
彼
に

従
っ
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
な
り
、

ω三
窓
口
宮

c
g
g
g
a
ω
Z
H
H
の
稽
競
を
と
っ
た
。
王
に
従
っ
て
大
臣
高
官
も
改
宗
し、

つ
い
で
王
は
人
々



に
も
改
宗
を
命
じ
た
(
∞
『

odqP3・
8
!£・)。

⑮
 

『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
は
マ
ラ
ッ
カ
圏
の
歴
史
事
寅
を
内
包
し
て
い
る
著
作
で
あ
ろ
う
が
、
史
書
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
文
皐
作
品
で
あ
る
。

と
の
書
の
惇
え
る
マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
説
話
に
つ
い
て
も
、

Em史
的
に
矛
盾
し
た
黙
を
指
摘
で
き
る
。
『
ス
ジ
ャ
ラ

H

ム
ラ
ユ
』

の
記
述
に
よ
る
と
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
歴
代
の
君
主
は
、

付

ω己
g
回
目
的
宮
口
色
白
円

ωF白
F
同

ω三
g
ロ
玄
炉
問
主
同

ω巳
円
山
口
宮
口

E
S
S
E
ω
叩戸田町同

岡

ωロ
-
Sロ
〉

σロ
ω
E
V
E
同

ωc-gロ
玄
ロ
N
同
司
同
門

ω町
民
回
附

ωロ
-gロ
冨
白
ロ
ω
ロ
円

ω日同白
V
同

ωロ
-gロ
.
〉
Z.ロ
d
'円
四
百
周
円
印
可
唱
え

ω『
岡
田
町
山
門

ω三
宮
口

宮
白
即
日
百
円
同

ω}阿
国
げ
で
あ
る
。
ζ

の
君
主
表
の
中
で
初
代
か
ら
四
代
ま
で
に
作
震
の
跡
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
(
後
述
参
照
)
、

一
見
し
て
気
づ

く
問
題
黙
は
、
歴
代
の
君
主
が
悉
く
ス
ル
タ
ン
の
稽
競
を
冠
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。

ス
ル
タ
ン
は
も
と
も
と
宗
教
的
稽
競
で
あ
っ
た
が
、
十

一
世
紀
の
ガ
ズ
ニ

l
朝
か
ら
カ
リ
フ
の
委
任
に
よ
っ

て
モ
ス
レ
ム
園
家
の
世
俗
的
支
配
擢
を
え
た
君
主
の
稽
競
と
な
り
、
十
三
世
紀
か
ら
イ
ス

ラ
ム
教
事
制
君
主
の
有
力
な
も
の
の
稀
放
に
使
用
さ
れ
た
と
い
う
。

マ
ラ
ッ
カ
圏
第
三
代
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
て
ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ

- 81-

y
ド
H
シ
ャ

1
と
稽
し
た
と
い
う
所
俸
が
歴
史
事
賓
と
す
れ
ば
、

そ
れ
よ
り
前
の
初
代
・
二
代
の
君
主
が
と
も
に
ス
ル
タ
ン
の
稽
践
を
も
っ
て

い
る
の
は
お
か
し
な
ζ

と
に
な
る
(
『
ス
ジ
ャ
ラ
"
ム
ラ
ユ
』
は
初
代
・
二
代
の
君
主
に
関
し
て
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
の
あ
っ
た
ζ

と
を
記
し
て
い
な
い
)
。

ま
た
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
に
は

ム
ハ
ン
マ
ツ
ド
H
シ
ャ
ー
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
た
後
、
宮
廷
の
諸
制
度
を
制
定
し
た
と
と
を

な
が
な
が
と
述
べ
て
い
る
が
、
白
傘
や
古典
布
を
君
主
の
み
が
使
用
で
き
る
制
度
が
そ
の
最
初
に
記
さ
れ
て
い
る
(
切
円

o
d
3
3・
主

-s・)。
白

傘
や
黄
布
の
使
用
を
君
主
の
特
擢
と
す
る
ζ

と
は
明
ら
か
に
古
典
イ
ン
ド
的
な
制
度
で
あ
っ
て
、

モ
ス
レ
ム
君
主
と
な
っ
た
者
が
第
一
に
な
し

た
こ
と
と
し
て
は
奇
異
で
あ
る
。

マ
ラ
ッ
カ
圏
第
三
代
の
君
主
の
名
は
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
の
簿
え
る
ス
ル

⑮
 

シ
ュ
リ

l
H
マハ

1
ラ
I
ジ
ャ
で
あ
る
ζ

と
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
明
寛

@
 

録
』
な
ど
の
記
載
に
よ
っ
て
間
違
い
の
な
い
と
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
前
述
し
た
イ
ン
ド
的
な
制
度
を
定
め
た
君
主
と
し
て
は
、

と
の
と
ん
」

K
関
連
し
て
、

タ
ン
リ
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
H
シ
ャ
ー
で
は
・
な
く
て
、

シ
ュ
リ

-

H
マハ

l
ラ
1
ジ
ャ
と
い
う
イ
ン
ド
的
な
名
を
も
っ
君
主
に
と
っ
て
む
し
ろ
ふ
さ
わ
し
い
行
震
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
第
三
代
君
主
の
穂
競

245 

が
ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド
H
シ
ャ
ー
で
な
い
と
い
う
歴
史
事
責
か
ら
、
前
掲
の
改
宗
物
語
の
擦
所
が
・
な
く
な
り
成
立
し
難
い
と
と
に
な
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る
『
ス
シ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
が
シ
ュ
リ

1
1
マハ

l
ラ
l
ジ
ャ
で
あ
る
べ
き
君
主
の
名
を
ス
ル
タ
ン
H
ム
ハ
ン
マ
ゲ
ド
リ
シ
ャ
ー
に
し
て
い
る

@
 

の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
同
書
の
成
立
は
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
め
頃
で
あ
っ
て
、

マ
ラ
ッ
カ
園
が
モ
ス

レ
ム
園
家
と
し
て
繁
盛
し
た

時
期
で
あ
っ
た
か
ら
、
園
初
か
ら
の
歴
代
君
主
が
ス
ル
タ
ン
の
稽
践
を
も
っ
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
と
主
張
し
た
か
っ
た
ら
し
く
、
正
し
く

は
パ
ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
で
あ
る
初
代
君
主
の
名
を
ス
ル
タ
ン

H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

I
K
襲
改
す
る
な
ど
し
て
い
る
(
後
述
参
照
)
。
同
様

の
意
園
か
ら
、

シ
ュ
リ

I
H
マハ

1
ラ
1
ジ
ャ
と
い
う
非
モ
ス
レ
ム
の
王
名
を
抹
消
し
て
、

ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ
ッ
、
ト
H
シ
ャ
ー
と
い
う
堂

々
た
る
そ
ス
レ
ム
君
主
の
名
に
置
換
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
第
三
代
君
主
の
時
に
改
宗
説
話
を
作
篤
し
た
理
由
は
、

ム
ザ
ッ
フ
ア

ル
H
シ
ャ
ー
は
第
三
代
君
主
の
子
で
あ
る
か
ら
、
偉
大
な
モ
ス
レ
ム
君
主
で
あ
っ
た
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

1
の
父
王
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
立

波
、
な
モ
ス
レ
ム
君
主
の
存
在
を
創
作
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
一
ブ
ユ
』
で
、
前
述
の
よ
う
に
諸
制
度
の
制
定

を
す
べ

て
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド
H
シ
ャ

1
の
仕
事
と
し
て
い
る
の
も
と
の
君
主
を
偉
大
化
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、

と
の
君
主
の
時
に
マ
ラ

- 82ー

y

カ
が
繁
栄
し
領
土
が
機
大
し
た
と
付
言
し
て
い
る
が
(
切
8
唱
P
匂

-
S・
)
、
抽
象
的
表
現
だ
け
で
事
賓
を
歓
い
て
い
て
、
大
君
主
を
無
理
に
造

り
上
げ
た
と
と
を
示
し
て
い

る。

要
す
る
に
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
の
改
宗
説
話
の
骨
子
は
、
教
祖
マ
ホ
メ
ッ
ト
の
啓
示
と
メ
ッ
カ
の
外
港
ジ
占
ツ
ダ
の
マ
フ
ド
ゥ

ン
の

指
導
と
に
よ
る
正
し
い
形
で
、

マ
ラ

ッ
カ
固
に
正
統
な
イ
ス
ラ
ム
教
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
を
説
明
し
、

ム
ザ
y

フ
ァ
ル

H
シ
ャ

1
の
父
王
の
時

に
イ
ス
ラ
ム
化
と
い
う
重
要
な
ζ

と
が
あ
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
改
宗
説
話
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
に

多
く
の

影
響
を
輿
え
た
『
ヒ

カ
ヤ
ッ
ト
U
ラ
ジ
ャ
ラ
ジ
ャ

H
パ
サ
イ
』
に
ほ
ぼ
同
じ
趣
旨
の
パ
サ
イ
園
の
改
宗
説
話
が
あ
り
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』

@
 

の
も
の
が
そ
の
腕
案
で
あ
ろ
う
と
と
は
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
と
の
物
語
の
中
で
重
要
な
働
き
を
し
て
い
る

ω丘
三
竺
〉

Ec---〉
包
N

に
つ
い
て
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
に
よ
る
と
、

マ
ン
ス

1
ル
H
シ
ャ

I
の
時
に
マ
ラ
ッ
カ
園
の
穴
包
丘
(
法
官
)

で
あ
り
、
後
に
マ
フ
ム

ー
ド
H
シ
ャ
1
の
師
父
と
な
っ
た
ペ

5
丘
は
彼
の
官
孫
で
あ
る
と
記
し
て
い
る
(
切
E
ヨr
司司・

2
h
Hぽ
|
印
・
)
。
あ
る
い
は
、

マ
ン
ス

1
ル
H



シ
ャ

1
の
頃
に
、

イ
ス
ラ
ム
教
の
擢
威
を
守
り
自
ら

η
家
系
を
誇
る
意
固
で
法
官
が
作
り
出
し
た
改
宗
霞
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、

マ
ラ
ッ
カ
園
が
モ
ス
レ
ム
園
家
と
な
っ
た
後
に
な
っ
て
作
信
用
さ
れ
た
物
語
で
、
歴
史
事
賓
で
は
な
い
。

四

マ
ラ
ッ
カ
園
君
主
の
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
に
つ
い
て
『
東
方
諸
園
記
』
が
記
す
別
の
所
俸
は
、
大
要
次
の
よ
う
で
あ
る
。

u円

2
5
5
口
同
門
岡
田
(
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1
)
が
第
二
代
君
主
と
し
て
即
位
す
る
と
、
和
親
外
交
と
交
易
擁
大
政
策
と
し
て
シ
ア
ム
・
ジ

ャ
ワ
に
つ
い
で
、
北
ス
マ
ト
ラ
の
パ
サ
イ
王
に
使
節
を
涯
遣
し
た
。
パ
サ
イ
王
は
マ
ラ
ッ
カ
園
王
が
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
す
れ
ば
臨
応
じ
よ
う
と

返
事
し
た
。
そ
の
後
、
ベ
ル
シ
ア
人
・
ベ
ン
ガ
ル
人
h

お
よ
び
ア
ラ
ビ
ア
人
か
ら
な
る
数
人
の
モ
ス
レ
ム
富
商
が
パ
サ
イ
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
に
移
住

し
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
向
学
者
も
と
れ
に
伴
っ
た
。
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

U
シ
ャ
ー
は
彼
等
を
歓
迎
し
て
居
住
地
や
モ
ス
ク
の
敷
地
を
輿
え
、
自
治
権
を

牧
め
た
。

モ
ス
レ
ム
商
人
や
翠
者
は
王
を
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
、

王
の
方
で
も
イ
ス
ラ
ム
教
に
好
意
的
で
あ
っ
た
。
そ
ζ

で、

- 83ー

介

T

J
一亡
0

5
1
7
 
こ
の
た
め
に
多
数
の
モ
ス

レ
ム
商
人
が
マ
ラ
ッ
カ
に
集
ま
る
よ
う
に
な
り
、
彼
等
の
盛
ん
な
交
易
活
動
に
よ
っ
て
王
は
大
き
な
利
を

パ
サ
イ
王
は
マ
ラ
ッ
カ
に
よ
り
権
威
の
あ
る
撃
者
を
ひ
そ
か
に
迭
り
込
ん
で
マ
ラ
ッ
カ
園
主
を
改
宗
さ
せ
る
乙
と
に
し
た
。
彼
等
の
説
得
に
よ

っ
て
、

イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ
ー
は
七
十
二
歳
の
時
に
彼
の
一
族
と
と
も
に
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
、
パ
サ
イ
王
女
と
結
婚
し
た
。
や
が
て
王

は
周
園
の
人
々
を
全
部
改
宗
さ
せ
た
(
生
田
、
三
九
三
|
三
九
九
頁
)
。

以
上
の
物
語
に
つ
，
つ
け
て
、
『
東
方
諸
園
記
』
は

こ
う
し
て
王
は
イ
ス
ラ

ム
教
徒
と
な
り
、
そ
れ
以
来
、

マ
ラ

ッ
カ
が
占
領
さ
れ
る
ま
で
そ
れ
が
緩
い
た
。

と
記
し
(
生
田
、
三
九
九
頁
)
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

l
の
晩
年
の
改
宗
に
よ
っ
て
、

マ
ラ
ッ
カ
園
が
モ
ス
レ
ム
園
家
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

と
の
物
語
に
よ
る
と

マ
ラ
ッ
カ
圏
第
二
代
の
君
主
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1
の
時
、
パ
サ
イ
園
の
モ
ス
レ
ム
君
主
の
影
響
力
と
そ
の
地
か

247 

ら
マ
ラ

ッ
カ

に
移
住
し
た
モ
ス
レ
ム
商
人
た
ち
の
財
力
と
社
曾
的
勢
力
と
に
動
か
さ
れ
、
長
い
時
間
を
要
し
慎
重
に
考
慮
さ
れ
た
後
に
改
宗
に
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至
っ
た
ζ

と
を
惇
え
て
い
る
。
北
ス
マ

ト
ラ
の
パ
サ
イ
・

サ
ム
ド
ラ
地
方
は
モ
ス
レ
ム
商
人
の
寄
港
地
と
し
て
繁
栄
し
、
早
く
十
三
世
紀
末
か

@
 

ら
モ
ス
レ
ム
君
主
が
統
治
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
パ
サ
イ
固
と
の
聞
係
に
お
い
て
イ
ス
ラ
ム
救
に
接
し
、
同
固
に
お
け
る
モ
ス
レ
ム

富
商
の
活
動
に
経
済
的
魅
力
を
感
じ
た
マ

ラ
ッ
カ
園
王
が

モ
ス
レ
ム
商
人
を
自
園
に
誘
引
す
る
と
と
も
に
イ
ス
ラ
ム
教
を
受
容
し
た
ζ

と
は

十
分
に
あ
り
う
る
と
と
で
あ
る
。

-
r
M
O
P

』、

・d
/
ふ
/

『
東
方
諸
園
記
』
の
改
宗
説
話
に
も
、
歴
史
的
に
お
か
し
な
黙
が
あ
る
。
・
た
と
え
ば
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

ー
は
イ
ス
ラ
ム
教
徒

君
主
の
稀
放
で
あ
る
が
、
同
書
で
即
位
前
か
ら
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

ー
と
い
う
名
で
記
述
し
て
い
る
の
に
、
即
位
後
の
晩
年
に
改
宗
し
た
と

す
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

マ
ラ

ッ
カ
圏
第
二
代
の
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1

(正
し
く
は
ム
ガ
ト
H

イ
ス
カ
ン
ダ
ル

1
シ
ャ

1
)
に
つ
い
て
は
、

『
明
貫
録
』

に
朝
貢
記
事
が
あ
り
、
永
柴
十
一

年

(
一四

ご
ニ
)
八
月
壬
申
の
満
刺
加
園
王
奔
里
迷
蘇
刺
が
遣
使
朝
貢
し
た
記
事
の
後
、
同
十
二

年
九
月
壬
辰
の
僚
に

満
刺
加
圏
王
子
ほ
斡
撤
干
的
見
沙
来
朝
、
奏
其
父
奔
里
迷
蘇
刺
卒
。
詔
傍
斡
撤
干
的
児
沙
、
襲
父
爵
震
王
。

(
下
略
)

- 84-

と

一回豆
、
四
年
の
聞
に
秤
里
迷
蘇
刺

(
3
2
5E
〈
貨
同
)
が
死
去
し
、

そ
の
子
保
斡
撒
千
的
児
沙
(
玄
m
m己

目的
E
E
R
ω
gy)
が
縫
位
し

た
乙
と
を
示
す
記
載
が
あ
る
。
そ
の
後
の
永
祭
十
六
年
八
月
辛
巳
、
同
十
八
年
九
月
戊
寅
に
も
同
じ
名
の
王
の
朝
貢
記
事
が
あ
る
か
ら
、
即
位

品口田
初
か
ら
イ
ス
ラ
ム
数
徒
的
な
稿
披
で
あ
っ
た
と
と
は
明
白
で
、
晩
年
の
格
競
で
は
な
い
。

イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ

!
の
時
か
ら
モ

ス
レ
ム
園
家
が
出
来
た
と
い
う
記
述
も
問
題
で
あ
る
。
『
東
方
諸
園
記
』
で
は
前
掲
の
文
章
に
つ
づ

け
て

彼
に
は
す
で
に
成
年
に
達
し
て
い
た

一
人
の
息
子
が
あ
っ
た
。
彼
も
ま
た
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
な
っ
た
。
彼
は
シ
ャ
ケ
ン

・
ダ
ル
シ
ャ

l
と

最
初
の
萎
と
の
聞
に
で
き
た
息
子
で
、
王
園
を
相
綴
し
た
。
彼
は
云
邑
田町民
自
〔
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H
シ
ャ

1
〕
と
呼
ば
れ
た
。

と、

イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ

I
の
息
子
が
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
リ
シ
ャ

l
で
、
次
の
君
主
と
な
っ
た
こ
と
を
述
べ

て
い

る
が
(
生
田
、
三
九
九
頁
)
、
前

速
の
よ
う
に
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
HH
シ
ャ

!
の
次
の
第
三
代
君
主
品
川
シ

ュ
勺
1
H
マ
の

l
ラ
l
ジ
ャ
で
あ
っ
た
と
と
性
確
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ



て
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1
の
改
宗
以
後
モ
ス
レ
ム
君
主
が
績
い
た
と
い
う
記
述
は
正
し
く
な
い
。
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ
!
の
晩
年
の
改

宗
と
い
う
の
は
、
初
期
の
マ
ラ
ッ
カ
園
に
・
お
い
て
、

イ
ス
ラ
ム
教
に
関
心
を
も
っ
た
君
主
が
個
人
的
に
改
宗
す
る
ζ

と
の
あ
っ
た
ζ

と
を
反
映

し
て

い
る
の
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
『
東
方
諸
園
記
』
は
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
日
シ
ャ
ー
を
ム
ザ

γ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

1
の
父
と
し
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
!
の
直
前
の
君
主

の
時
に
イ
ス
ラ
ム
化
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
化
開
始
の
時
期
を
と
ζ

に
置
い
た
の
は
、
『
ス
ジ
ャ
ラ

H
ム
ラ
ユ
』
と
同
様
に
、
偉
大
な
モ
ス
レ
ム
君
主
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H
シ
ャ

l
の
父
王
の
時
代
に
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
が
あ
っ
た
と
す
る
設
想
に
基

い
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

つ
い
で
に
、

マ
ラ
ッ
カ
園
初
代
の
パ
ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
が
一
回
一
回
年
に
改
宗
し
て
ム
ガ
ト
リ
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ
!
と
稀
し
た
と
い
う
の

が
通
説
化
し
て
居
り
、
東
南
ア
ジ
ア
史
・
マ
ラ
イ
史
の
代
表
的
通
史
が
皆
こ
の
説
を
採
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
前
掲
の
『
東
方
諸
闘
記
』
に
イ

- 85ー

ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ
ー
が
晩
年
に
改
宗
し
た
と
い
う
記
述
が
あ
る
の
を
誤
解
し
た
も
の
で
あ
る
。
通
説
は
誤
で
、
パ
ラ
メ

I
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
が
初

ム
ガ
ト

H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
日
シ
ャ

I
ガ
二
代
で
別
々
の
君
主
で
あ
る
と
と
は
、
前
掲
の
『
明
貫
録
』
、
氷
繁
十
二
年
九
月
壬
辰
な
ど
の
記

@
 

載
、
『
東
方
諸
園
記
』
の
雨
王
の
説
明
、
な
ど
を
正
し
く
讃
め
は
明
ら
か
で
、
通
説
を
批
判
す
る
研
究
が
近
頃
震
表
さ
れ
て
い
る
。

品、、
，4
1
 

五

以
上
の
よ
う
に
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
に
闘
す
る
所
俸
は
、

そ
の
内
容
に
改
宗
事
情
を
反
映
す
る
部
分
が
あ
る
が
、
改
宗
の
時

期
な
ど
に
つ
い
て
は
歴
史
事
寅
を
正
し
く
侍
え
た
も
の
で
は
・
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ

と
も
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

1
以
前
に
於
い
て

も
、
イ
ス
ラ
ム
教
が
一
時
的
個
人
的
な
形
で
受
容
さ
れ
た
形
跡
が
あ
る
。
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日
仏
|
広

Nω)

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
H
シ
ャ

1
以
前
の
マ
ラ

ッ
カ
園
君
主

は

、

口

玄

芯

己

目

印

}

向

田

ロ

円

山

田

円

ω
Z
Z
(
E
Fω¥

@
 

同
山
山
門
同
玄
白
}
凶
山
門
助
活

(ENω
ー
に
怠
)
岡
山
…
口
同
U

白
E
g
m
b〈白
g
u
m〈白

ω『
同
}
戸
(
広
広
l
E
S
)
で
あ
る
。
と
の
王
名
表
の
中
、

初
代
と

付

句
町
民
同
自
尽
く
田
門
田
(
広
Cω
以
前
l
E
H
ω
¥広
)
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三
代
の
君
主
名
は
完
全
に
イ
ン
ド
的
で
問
題
、
な
い
。
し
か
し
、
二
代
の
君
主
名
の
中
の
ム
ガ
ト
・お
よ
び
四
代
の
君
主
名
の
中
の
シ
ュ
リ

I
Hパ

ラ
メ
l
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ

H
デ
l
ヴ
ァ
の
部
分
は
イ
ン
ト
的
で
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
残
部
の
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
H
シ
ャ

l
お
よ
び
シ
ャ
ー
は
モ
ス
レ

ム
君
主
の
稽
放
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
。
君
主
の
稀
競
だ
け
で
イ
ス
ラ
ム
救
徒
で
あ
っ
た
か
否
か
速
断
し
難
い
し
、

こ
と
に
二
代

・
四
代
の

場
合
は
純
正
な
モ
ス
レ
ム
君
主
の
稀
競
で
は
な
く
、
イ
ン
ド
的
橋
競
と
の
混
合
形
で
あ
る
か
ら
、
嘗
時
イ
ス
ラ
ム
救
と
そ
の
文
化
が
正
し
く
理

解
さ
れ
て
い
た
こ
と
さ
え
疑
え
な
い
と
と
も
な
い
。
し
か
し
、
近
隣
に
モ
ス
レ
ム
園
家
パ
サ
イ
が
存
在
し
た
し
、

@
 

商
人
が
マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
明
朝
に
一
回
0
=
一
年
頃
至
っ
た
形
跡
が
あ
る
よ
う
に
、

ま
た
南
イ
ン
ド
の
モ
ス
レ
ム

マ
ラ
ッ
カ
園
の
建
設
後
間
も
な
く
イ
ス
ラ
ム
救
徒
商
人
な
ど
が
同

園
に
至
っ
て
い
た
か
ら
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
君
主
が
イ
ス
ラ
ム
救
と
そ
れ
に
伴
う
先
進
的
文
化
や
経
済
を
知
っ
た
の
は
嘗
然
で
、

や
が
て
新
宗
教

に
惹
か
れ
て
受
容
す
る
君
主
も
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
二
代
君
主
の
場
合
は
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1
の
穏
放
に
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
起
源
の
マ
ラ
イ
語

冨
巾
同
一三
を
冠
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
た
君
主
の
可
能
性
が
大
き
い
。

- 86ー

と
れ
と
併
せ
て
考
え
る
べ
き
は
、
『
滅
涯
勝
覧
』
満
刺
加
園
の
僚
の
一
節
で
あ
る
。
同
書
に
は
マ
ラ
ッ
カ
園
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
信
仰
に

つ
い
て園

王

・
園
人
、
皆
従
回
回
数
門
、
持
融
開
受
戒
諦
経
。

⑫
 

と
記
録
し
て
い
る
。
『
滅
涯
勝
覧
』
は
馬
歓
の
著
作
で
、
い
わ
ゆ
る
鄭
和
の
南
海
遠
征
の
第
四
次
(
一
四
一
一
一
一
|
一
五
)
、
第
六
次
(
一
四
二
一
|

二
一
一
)
お
よ
び
第
七
次
(
一
回
三

|一
二
三
)
に
随
行
し
た
彼
が
そ
の
見
聞
に
基
い
て
記
録
し
、
景
泰
二
年
ご
四
五
ご
頃
に
完
成
し
た
書
で
あ

⑧
 

る
。
馬
歓
は
自
身
も
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
っ
た
か
ら
、
彼
の
イ
ス
ラ
ム
教
に
関
す
る
記
述
は
信
頼
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
前
引

の
記
事
は
マ
ラ
ッ
カ
園
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教
信
仰
の
確
賓
な
記
録
と
し
て
最
も
早
い
も
の
に
麗
し
、
貴
重
で
あ
る
。

遠
征
の
第
四
次
お
よ
び
第
六
次
は

マ
ラ

ッ
カ
園
の
二
代
君
主
の
時
に
嘗
り
、
第
七
次
は
三
代
君
主
の
時
に
相
嘗
し
、

い
ず
れ
の
場
合
に
も
鄭

和
の
一
行
は
マ
ラ
ッ
カ
に
寄
港
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
一
望
一
年
は
第
五
代
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
H
シ
ャ

l
在
位
の
中
頃
に
あ
た
る
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の

イ
ス
ラ
ム
救
に
欄
す
る
馬
歓
の
記
述
社
、

一
塁
一
年
頃
ま
で
に
加
筆
し
た
部
分
で
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
時
代
の
イ
ス
ラ
ム
教
信
仰
を
惇
え



@
 

た
可
能
性
が
な
く
も
な
い
。
し
か
し
、
『
蔵
涯
勝
覧
』
満
刺
加
園
の
保
全
鐙
の
記
述
ぷ
り
か
ら
考
え
て
、
馬
歓
が
最
初
に
マ
ラ
ッ
カ
園
に
至
つ

に
つ
い
て
簿
え
て
い
る
わ
け
で
、

た
時
の
自
身
の
見
聞
に
よ
っ
た
記
述
と
解
す
る
方
が
無
理
が
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
一
回
一
=
一
|
一
主
年
頃
の
マ
ラ
ッ
カ
固
に
お
け
る
イ
ス
ラ
ム
教

こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
た
同
王
周
漫
の
マ
ラ
ッ
カ
宮
廷
の

ム
ガ
ト
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

1
の
個
人
的
改
宗
、

E I u I 
一同同統正一同同同 宣 二同一問一問一問 一同問笑氷 年
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年年 年年年年年年 年

〆-、 ~、 ~ 〆同『、 r・、、 〆同『、 〆園町、 〆-、 〆固『、 ~、 r・司、 ~、、 rー、、 戸-、

一一一一一一一一一一一一一一
豆)位EヨヨE )ZEZヨヨヨ )三プZ三ヨE三a 主)三Z三ヨ主三 三)EZ三ヨg三 )三~三ヨー; 8プ~ヨ弓C )=ZZ=Eヨ'二 三〈)Z=コヨニ ノ)ーE】ヨ、・ )ー三巨ーヨ三ー・ ー)ご!:'司エa )-ー区-ーヨa ) 〈プZ=ヨb 〉 代

議者宋末加〔き〔雪〔頭ー思那刺段〔呂〔き〔奮〔起 阿

那郊覇高刺殴刺亙巳同馬費覇姑什的 撤里安的西八見書信ト
人

刺 査刺航刺速里

員 札
自牙

文 名

日

イ
ス
ラ
ム
教
信
仰
の
様
子
(
そ
の
中
に
は
外
来
イ
ス
ラ
ム
教
徒
も

含
ま
れ
て
い
た
ろ
う
)
を
惇
え
た
と
解
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。

君
主
名
の
ほ
か
の
固
有
名
詞
と
し
て
、
『
明
暗
貝
録
』
の
マ
ラ

ッ
カ
園
の
朝
貢
記
事
か
ら
使
者
な
ど
の
名
を
拾
い
出
す
ζ

と
が

で
き
る
。
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ
ー
よ
り
前
の
分
を
表
示
す
る

と
上
の
よ
う
で
あ
る
(
人
名
の
欄
に
読
明
の
な
い
の
は
単
に
「
使
」

- 87ー

「
使
臣
」
と
梧
附
さ
れ
て
い
る
者
で
あ
る
)
。

と
れ
ら
の
漢
字
で
表
記
さ
れ
た
人
名
に
つ
い
て
原
音
を
比
定

し
難
い
も
の
が
す
く
な
く
な
い
が
、
永
築
九
年
の
王
妃
八
完
迷

速
里
は
同
M
曲

5
5忠
〈
匝
ユ
(
忠
円

B
区
田
区
ユ
)

で
あ
り
、
同
十
一
年

の
王
姪
の
饗
的
刺
者
は

ωEF
河
町
告
に
、
同
十
六
年
の
王
兄
の

撤
里
在
刺
査
は

ω
品川ユ
4

弔
問
河
田
宮
に
比
定
し
て
誤
・
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
王
族
は
そ
の
ほ
か
に
永
柴
十
年
の
王
姪
の
西
里
撤
腕
刺
札
牙
、
宣
徳
九
・
十
年
の
王
弟
の
刺
殿
把
刺
が
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

PM
〉
印

5
・

@
 

田
司
副
』
田
富
一
河
川
丘

2
2
5
か
そ
れ
に
近
い
原
名
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

ζ

れ
ら
王
族
の
名
か
ら
明
ら
か
に
イ
ス
ラ
ム
救
徒
と
考
え
ら
れ

251 

そ
し
て
稽
競
は
モ
ス
レ
ム
圏
家
に
な
っ
た
後
で
も
、

る
者
は
見
嘗
ら
な
い
。
も
っ
と
も
、
慣
に
人
名
と
記
し
た
が
、
漢
字
表
記
の
中
に
は
個
人
名
の
場
合
と
稽
競
の
場
合
と
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
名
穏
だ
け
で

イ
ス
ラ
ム
教
的
で
な
い
も
の
が
使
わ
れ
て
い
た
例
が
あ
る
か
ら
、
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イ
ス
ラ
ム
教
を
受
容
し
て
い
・
な
か
っ
た
と
も
云
い
切
札
な
h
b

王
族
以
外
の
使
者
の
中
で
、
、
氷
繁
七
年
の
阿
卜
刺
頁
信
、
宣
徳
元
年
の
一
思
馬
は
、

そ
れ
ぞ
れ
メ
σ
門
吉
一
一
回
}
同
町
内
田
弘
ヨ
一
ゲ
ヨ
丘
一
と
い
う
イ
ス

ラ
ム
教
徒
名
に
ち
が
い
な
い
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の
朝
貢
使
節
の
中
に
、
早
く
十
五
世
紀
初
め
か
ら
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
居
り
、
責
任
者
と
し
て
重
要

な
地
位
を
占
め
て
い
た
と
と
に
な
る
が

と
の
イ
ス
ラ
ム
救
徒
は
土
着
民
で
は
な
く
、
外
来
の
モ
ス
レ
ム
商
人
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
前
述
し
た

よ
う
に
十
五
世
紀
初
め
か
ら
モ
ス
レ
ム
商
人
が
マ
ラ
ヅ
カ
港
に
出
入
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
君
主
は
彼
等
モ
ス
レ
ム
商
人

の
海
上
貿
易
活
動
の
鰹
験
を
重
ん
じ
、
朝
貢
使
節
に
起
用
し
た
と
思
わ
れ
る
。

十
五
世
紀
前
牢
の
マ
ラ
ッ
カ
園
に
閲
す
る
記
録
が
乏
し
い
の
で
、

簡
車
な
固
有
名
詞
を
も
史
料
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、

ζ

れ
ら
使
者
た
ち

の
名
か
ら
判
断
す
る
限
り
、
初
期
の
マ
ラ
ッ
カ
園
に
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
存
在
は
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
は
外
来
の
そ
ス
レ
ム
商
人
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

王
族
で
イ
ス
ラ
ム
救
徒
に
な
っ
た
者
は
殆
ん
ど
・
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

ム
ガ
ト
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H

シ
ャ
ー
な
ど
の
君
主
が
イ
ス
ラ
ム
教
を
受
容
し
た
場
合
、
君
主
の
改
宗
は
周
園
の
廷
臣
な
ど
に
影
響
し
た
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
改
宗
は
比
較
的

- 88ー

狭
い
範
圏
内
に
止
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
五
世
紀
前
中
十
の
マ
ラ
ッ
カ
闘
で
は
、

イ
ス
ラ
ム
教
に
針
す
る
認
識
と
理
解
が
ま
だ
不
十
分
で
あ

っ
た
か
ら
と
そ
、
改
宗
し
た
君
主
が
純
イ
ス
ラ
ム
救
的
で
な
い
混
血
的
な
稽
慌
を
採
用
し
た
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
欣
態
で
は

イ
ス
ラ
ム
教
の
受
容
が
部
分
的
に
と
ど
ま
っ
た
筈
で
あ
る
。

_.同，、

以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

マ
ラ
ッ
カ
園
で
は
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

I
以
前
に
イ
ス
ラ
ム
教
の
受
容
が
、
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
部

分
的
散
瑳
的
な
受
容
の
段
階
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

1
の
時
に
な
る
と
モ
ス
レ
ム
園
家
と
し
て
成
立
し
、

そ
の
後
の
約

牟
世
紀
、
十
六
世
紀
初
め
ま
で
ア
ジ
ア
に
お
け
る
海
上
交
易
の
一
大
セ
ン
タ
ー
と
し
て
繁
栄
し
た
の
で
あ
る
。

前
に
示
し
た
よ
う
に
、

マ
ラ
ッ
カ
園
王
の
一
族
の
墓
碑
に
、
お
い
て
、

い
ず
れ
も
ム
ザ

v
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
ー
か
ら
家
系
を
記
し
て
い
る
の
は
、



同
王
が
モ
ス
レ
ム
園
家
の
創
始
者
で
、
同
王
か
ら
が
マ
ラ
ゲ
カ
風
の
新
し
い
時
代
で
あ
る
と
h
う
意
識
で
あ
っ
た
か
ら
に
ち
が
い
な
い
。
ま

?亡

マ
ラ
ッ
カ
園
の
歴
史
の
中
で
、

ム
ザ

v
フ
ア
ル

H
シ
ャ

1
以
後
の
四
人
の
ス
ル
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
と

『
東
方

諸
園
記
』
と
が
一
致
し
、

正
し
い
縫
承
を
惇
え
て
い
る
が
、

こ
の
場
合
も
ま
た
、
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

1
以
後
が
モ
ス
レ
ム
圏
家
マ
ラ
y

カ

の
歴
史
と
し
て
そ
の
ま
ま
俸
承
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ

て、

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

1
以
前
の
マ
ラ
ヅ
カ
園
の
歴
史
は
モ
ス
レ
ム
園
家
マ
ラ
ッ
カ
の
前
史
と
い
う
ζ

と
に
な
る
が
、
同
園

が
イ
ス
ラ
ム
教
園
家
と
し
て
確
立
し
た
後
に
な
っ
て
、

モ
ス
レ
ム
園
家
と
し
て
の
史
観
に
よ
っ
て
そ
の
本
来
の
歴
史
に
改
鑓
を
加
え
た
と
思
わ

れ
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
『
東
方
諸
園
記
』
雨
書
に
そ
の
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
『
ス
ジ
ャ
ラ
日
ム
ラ
ユ
』
の
停
え
る
「
前
史
」
の
大
筋
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

ス
ル
タ
ン

H
イ
ス
カ

ン
ダ
ル

H
シ
ャ
ー
が
建
園
の
君

主
で

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
三
年
間
統
治
し
た
後
、

マ
ラ
y

カ
で
二
十
年
間
支
配
し
た
ν

そ
の
死
後
、

そ
の
子
が
ス
ル
タ
ン

H
ム
ガ
ト
と
し
て
二

年
間
在
位
し
た
。
そ
の
死
後
、

そ
の
子
が
縫
位
し
、
イ
ス
ラ
ム
教
に
改
宗
し
て
ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ

ッ
ド
H
シ
ャ
!
と
稽
し
た
(
前
述
)
。

ζ 
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の
王
は
五
十
七
年
の
長
い
在
位
の
聞
に
、
諸
制
度
を
定
め
マ
ラ
ヅ
カ
を
繁
栄
さ
せ
た
。
そ
の
死
後
、

そ
の
子
が
ス
ル
タ
ン
リ
ア
ブ

I
Hシ
ャ

1

ヒ
ド
と
し
て
縫
位
し
た
が
、
人
望
は
異
母
兄
の
ラ

1
ジ
ャ
リ
カ
シ
ム
に
あ
っ
た
。
や
が
て
ラ

1
ジ
ャ

H
カ
シ
ム
が
人
々
の
援
助
で
異
母
弟
を
攻

め
て
負
か
し
、
ス
ル
タ
ン

H
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

I
の
稽
競
で
即
位
し
た
。
ア
ブ

I
Hシ
ャ

I
ヒ
ド
は
宮
廷
内
の
混
能
の
中
で
踊
政
(
母
方

の
祖
父
)
に
殺
さ
れ
た
。

乙
の
所
俸
を
正
し
い
君
主
の
縫
承
(
前
掲
)
と
比
較
す
る
と
、
ま
ず
、
建
国
者
が
パ
ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
で
な
く
て
ス
ル
タ
ン

H
イ
ス
カ
ン
ダ

ル
H
シ
ャ

ー
と
な
り
、

第
二
代
が
ム
ガ
ト
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

l
で
・
な
く
て
ス
ル
タ
ン
日
ム
ガ
ト
と
な
っ
て
い

る。

乙
の
相
具
は
、
初
代

の
パ
ラ
メ

l
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
の
名
を
削
除
し
て
、

そ
の
代
り
に
、
二
代
の
ム
ガ
ト
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
日
シ
ャ
ー
を
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ
!
と
ム

カ
ト
の
二
人
に
分
割
し
、
雨
方
に
ス
ル
タ
ン
を
冠
し
、

ス
ル
タ
ン
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
日
シ
ャ

1
の
方
を
初
代
に
あ
て
は
め
、

ス
ル
タ
ン
日
ム
ガ

253 

?
の
方
は
二
代
君
主
と
し
て
残
し
た
工
作
の
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。
『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』
の
ス
ル
タ
ン

H
ム
ガ
ト
に
関
す
る
部
分
は
極
め
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て
短
く
内
容
に
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
ム
ガ
ト
H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

ー
と
い
う
一
君
主
に
閥
す
る
内
容
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
ス

ル
タ
ン
日
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

!
と
ス
ル
タ
ン

H
ム
ガ
ト
の
二
人
に
分
け
た
際
、
建
園
の
君
主
と
し
た
前
者
に
ム
ガ
ト

H
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H

シ
ヤ

l
の
事
蹟
の
大
部
分
を
併
せ
て
移
し
た
た
め
に
、
後
者
の
事
蹟
に
つ
い
て
内
容
が
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

と
の
よ
う
な
援
改
を
し
た
の
は
、
パ
ラ
メ

l
シ
ュ
ヴ
ア
ラ
と
い
う
非
イ
ス
ラ
ム
教
的
君
主
は
マ
ラ
ッ
カ
園
の
建
設
者
と
し
て
望
ま
し
く
な
い
と

考
え
て
抹
消
し
、
偉
大
な
モ
ス
レ
ム
園
家
マ
ラ
ッ
カ
の
創
始
者
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
堂
々
た
る
モ
ス
レ
ム
君
主
の
稽
競
を
探
し
、
二
代
君
主
の

稽
競
の
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

ー
は
イ
ス
ラ
ム
救
徒
に
と
っ
て
ア
レ
キ
サ
ン
ダ

l
大
王
に
由
来
し
祭
光
に
満
ち
た
稽
競
で
あ
る
か
ら
、

ζ

れ
を

取
り
出
し
て
初
代
の
稀
競
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
e

つ
ぎ
に
、

正
し
く
は
シ
ュ
リ

l
u
マハ

1
ラ
1
ジ
ャ
と
シ
ュ
リ

l
Hパ
ラ
メ

l
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ

H
デ
1
ヴ
ア

H
シ
ャ

ー
で
あ
る
べ
き
も
の
が
、

ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

H
シ
ャ

l
と
ス
ル
タ
ン
リ
ア
ブ

!
日
シ
ャ

1
ヒ
ド
と
な
っ

て
い

る。

前
者
に
つ
い
て
は
前
述
の
よ
う
に
、

ム
ザ
ッ

- 90ー

フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
の
父
主
で
あ
る
か
ら
偉
大
な
モ
ス
レ
ム
君
主
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
で
ス
ル
タ
ン

H
ム
ハ
ン
マ
ッ
ド

H
シ
ャ

1
を
造

出
し
た
。
後
者
に
つ
い
て
も
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
ら
し
い
稀
競
に
換
え
る
意
園
が
あ
り
、
殉
数
者
あ
る
い
は
殺
害
さ
れ
た
君
主
を
意
味
す
る
ア
ブ

-

H
シ
ャ

l
ヒ
ド
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
的
な
稽
放
に
改
め
、
同
時
に
こ
の
稽
放
を
輿
え
る
と
と
に
よ
っ
て
、@

 

弟
を
殺
害
し

一
種
の
宮
廷
革
命
に
よ
っ
て
即
位
し
た
事
質
を
正
蛍
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
ー
が
異
母

つ
ぎ
に
、
『
東
方
諸
園
記
』
が
記
す

「
前
史
」
の
大
要
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

同》同吋回口阿佐

g
E
(パ
ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
)
が
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

で
五
年
間
統
治
し
た
後
、

ム
ア
ル
河
上
流
域
に
逃
れ
、

さ
ら
に
マ
ラ
ッ
カ
河
上
流
の
ブ
レ
タ
ン
に
移
り
そ
の
地
方
を
支
配
し
た
。

そ
の
子
の

}(E
C
O
B
U
同『
何
回

(
イ
ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ

I
)
が
マ
ラ
ッ
カ
を
護
見
し
、

父
王
の
了
解
を
え
て
其
の
地
に
居
を
定
め
た
。
や
が
て
パ
ラ
メ

l

シ
ュ
ヴ

ァ
ラ
が
死
去
す
る
と
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ

ー
が
縫
位
し
、

マ
ラ

ッ
カ
に
人
々
を
呼
び
寄
せ
て
立
涯
な
町
に
し
た
(
以
下
は
改
宗
読
話
を

扱
っ
た
と
と
ろ
で
記
し
た
通
り
、
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ
1
の
改
宗
、
そ
の
子
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H

シ
ャ

i
の
継
位
を
説
明
し
て
い
る
)
。

『
東
方
諸
園
記
』
の
記
す
歴
史
は
、

ト
メ
H
ピ
レ
ス
が
十
六
世
紀
初
め
に
マ
ラ
ッ
カ
で
見
聞
し
た
と
ζ

ろ
で
、
す
な
わ
ち
嘗
時
の

マ
ラ
ヅ
カ



人
が
侮
承
す
る
自
薗
の
歴
史
を
示
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。
同
書
の
記
述
を
検
討
す
る
と
、
パ
ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
を
園
祖
と
し
て
残
し
て
は
い

る

7J' 

マ
ラ
ッ
カ
園
の
員
の
建
設
者
は
イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ
ー
で
あ
る
と
し
、
雨
王
の
関
係
を
詳
述
し
て
い
る
。

と
れ
も
ま
た
、
パ
ラ
メ

l

シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
で
は
モ
ス
レ
ム
圏
家
マ
ラ
ッ
カ
の
創
設
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
の
考
え
か
ら
出
た
苦
心
の
作
震
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
、

イ
ス
カ
ン
ダ
ル
リ
シ
ャ
ー
の
あ
と
直
ち
に
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
k
縫
承
さ
れ
た
と
し
、

シ
ュ
リ
l

u
マハ

1
ラ
l
ジ
ャ
と
シ
ュ
リ

1

H
パ

ラ
メ

1
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
H
デ
I
ヴ
ァ
H
シ
ャ
!
の
二
君
主
は
脱
落
し
て
い
る
。
こ
の
南
王
は
非
イ
ス
ラ
ム
教
的
君
主
と
考
え
ら
れ
そ
の
歴
史
か
ら

削
除
さ
れ
て
い
た
た
め
に
、

十
六
世
紀
初
め
の
マ
ラ

ッ
カ
で
は
南
王
の
こ
と
が
惇
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
リ
シ

ャ
ー
は
異
母
弟
の
マ
ラ
ッ
カ
園
王
を
殺
害
し
て
登
位
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
(
前
述
)
、
彼
の
父
と
異
母
弟
と
の
二
人
の
王
を
併
せ
て
除
去
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、

ク
ー
デ
タ
ー
に
よ
る
登
位
と
い
う
い
ま
わ
し
い
事
件
を
歴
史
か
ら
抹
消
で
き
る
効
果
を
も
意
園
し
た
作
篤
と
思
わ
れ
る
。

要
す
る
に
、
『
ス
ジ
ャ
ラ

H
ム
ラ
ユ
』
『
東
方
諸
園
記
』

の
雨
者
の
所
停
か
ら
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
事
賞
は
、

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

I
以
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後
の
マ
ラ
ッ
カ
固
に
と
っ
て
は
、

そ
の
園
は
建
国
嘗
初
か
ら
一
貫
し
て
そ
ス
レ
ム
園
家
で
あ
る
べ
き
だ
と
の
考
え
が
あ
っ
た
ζ

と
で
あ
る
。

『
ス
ジ
ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ
』

が
君
主
全
部
に
ス
ル
タ
ン
の
稽
読
を
輿
え
た
の
も
、
『
東
方
諸
園
記
』
が
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
リ
シ
ャ

I
以
前
を
イ
ス
カ
ン

ダ
ル
日
シ
ャ

l
一
人
だ
け
の
歴
史
に
し
た
の
も
そ
の
表
わ
れ
で
あ
る
。

と
の
よ
う
に
、
初
期
の
マ
ラ
ッ
カ
園
の
歴
史
は
そ
ス
レ
ム
園
家
マ
ラ
y

カ
の
前
史
と
見
・
な
さ
れ
、
偉
大
な
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
の
出
現
に
至
る
ま
で
の
歴
史
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
内
容
が
要
求
さ
れ
、

モ
ス
レ
ム

的
立
場
か
ら
書
き
換
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
前
史
」
の
内
容
は
細
部
に
わ
た
っ
て
と
の
観
酷
か
ら
批
判
的
検
討
を
要
す
る

の
で
あ
る
が

ζ

と
に
は
歴
史
の
骨
組
と
な
る
君
主
と
そ
の
縫
承
を
扱
う
に
と
ど
め
た
。

七

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

1
の
時
に
モ
ス
レ
ム
園
家
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
同
王
よ
り
前
の
時
期
の
マ
ラ
ッ
カ
固
と
同
王
以
後
の
マ
ラ

"255 

ツ
カ
閣
と
で
は
園
家
の
あ
り
方
に
各
種
の
差
異
が
あ
っ
た
ζ

と
が
考
え
ら
れ
る
。

ζ

こ
で
は
園
際
関
係
上
の
蟹
化
に
つ
い
て
考
え
る
。
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明
朝
と
の
関
係
で
こ
の
饗
化
が
は
っ
き
り
見
ら
れ
る
。

@
 

た
。
『
明
貫
録
』
に
よ
る
と
、
初
代
の
パ
ラ
メ

I
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
は
約
十
年
の
在
位
期
聞
に
六
回
の
朝
貢
記
録
が
あ
り
、

第
二
代
の
ム
ガ
ト
H
イ

ま
ず
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
初
期
三
代
の
君
主
は
明
朝
と
の
朝
貢
関
係
を
緊
密
に
維
持
し

ス
カ
ン
ダ
ル

H
シ
ャ
ー
は
約
十
年
の
在
位
期
聞
に
八
回
の
朝
貢
記
録
が
あ
り
、
第
三
代
の
シ
ュ
リ

I
H
マハ

1
ラ
l
ジ
ャ
は
約
二
十
二
年
の
在

位
期
聞
に
八
回
の
朝
貢
記
録
が
あ
る
。

と
れ
ら
三
人
の
君
主
は
い
ず
れ
も
即
位
す
る
と
直
ち
に
明
朝
に
ζ

れ
を
博
え

明
側
か
ら
満
刺
加
園
王

に
封
ぜ
ら
れ
て
居
り
、

そ
の
上
、

三
王
と
も
自
身
で
王
族

・
大
官
、
な
ど
を
率
い
て
入
賞
し
た
と
と
が
あ
り
、

遺
使
朝
貢
の
場
合
に
も
王
族
を
振

遣
し
て

い
る
ζ

と
が
多
い
の
で
あ
る
(
前
掲
の
使
者
表
参
照
)
。
第
四
代
の
シ
ュ
リ

I
Hパ
ラ
メ

I
シ
ュ
ヴ
ァ
ラ
H
デ
1
ヴ
ア

H
シ
ャ

1
の
朝
貢

記
事
は
一
回
の
み
で
あ
る
が
、

そ
の
在
位
期
間
が
約

一
年
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
正
統
十
年
三
月
壬
寅
の
記
事
に
よ
る
と
、
即
位
後
す
ぐ
に

封
王
さ
れ
て
居
り
、
園
王
み
ず
か
ら
入
賞
す
る
意
志
の
あ
る
ζ

と
を
表
明
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

第
四
代
君
主
の
針
明
態
度
は
前
三
代
と

同
様
で
あ
っ
た
と
云
え
る
。

と
の
よ
う
に
密
接
な
朝
貢
関
係
は、

明
朝
周
遊
の
多
く
の
朝
貢
圏
の
中
で
も
異
例
に
属
す
も
の
で
あ
る
。
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ム
ザ
y

フ
ァ
ル

H
シ
ャ

ー
は

@
 

約
十
四
年
の
在
位
の
聞
に
二
回
の
朝
貢
記
事
が
あ
り
、
第
六
代
の
マ
ン
ス

1
ル
H
シ
ャ
ー
は
約
十
八
年
の
在
位
の
聞
に
三
回
(
又
は
四
回
)
の

し
か
る
に

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

1
の
時
か
ら
マ
ラ
ッ
カ
園
の
朝
貢
の
あ
り
方
は
一
慶
し
た
。
す
な
わ
ち
、

朝
貢
記
事
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
七
代
の
ア
ラ
l
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
は
約
三
年
の
在
位
の
聞
に
朝
貢
し
た
記
録
が

一
回
も
な
く
、
同
時
に
明
側

か
ら
の
朋
封
の
記
録
も
な
い
吠
態
で
、
ζ

の
君
主
の
時
は
明
朝
と
の
朝
貢
関
係
が
一
時
的
に
中
絶
し
た
。
第
八
代
の
マ
フ
ム

l
ド
リ
シ
ャ
ー
は

約
三
十
一
年
の
在
位
期
聞
に
わ
ず
か
三
回
の
朝
貢
記
事
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H
シ
ャ

l
以
後
は
明
朝
へ
の
朝

責
回
数
が
激
減
し
、

し
か
も
園
王
自
身
の
入
賞
は
全
く
、
な
く
な
り
、
記
録
さ
れ
た
使
者
で
王
族
と
明
記
さ
れ
た
者
は
見
蛍
ら
な
い
。
ま
た
、
ム

ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

1
の
第

一
回
朝
貢
が
即
位
後
十
年
近
く
経
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ど
の
王
も
即
位
直
後
に
朝
貢
し
て
い

る
わ
け
で

な
い
。マ

ラ
ッ
カ
閣
と
明
朝
と
の
閥
係
に
つ
い
て
は
、
同
園
と
ア
ユ
タ
ヤ
朝
と
の
閥
係
を
併
せ
考
え
る
必
要
が
あ

る
。
『
蹴
涯
勝
覧
』
の
漏
刺
加
園

の
篠
に



此
地
層
逗
羅
所
轄
、
歳
稔
金
四
十
雨
、
否
則
差
人
征
伐
。
永
築
七
年
己
丑
(
一
四

O
九
)
、
上
命
正
使
太
監
鄭
和
等
、
統
爾
詔
勅
、

賜
頭
目

整
蓋
銀
印
・
冠
幣

・
抱
服
、
建
碑
。
違
名
瀬
刺
加
園
。
是
後
、
遅
羅
莫
敢
侵
援
。

と
、
十
五
世
紀
初
め

マ
ラ

ッ
カ
が
遅
緩
(
ア
ユ
タ
ヤ
朝
)
に
従
属
し
て
い
た
こ
と
、
明
朝
が
マ
ラ
ッ
カ
の
宗
主
園
と
な
る
と
、

ア
ユ
タ
ヤ
朝

の
マ
ラ
ヅ
カ
閣
に
射
す
る
支
配
が
弱
ま
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。

し
か
し

マ
ラ
ッ
カ
園
に
射
す
る
ア

ユ
タ
ヤ
朝
の
匪
力
行
使
は
そ
の
後
も
あ
っ
た
の
で
、
『
明
寅
録
』

に
よ
る
と
、
永
築
五
年
(
一四

O
七
)

冬
十
月
辛
丑
の
僚
に
、

ア
ユ
タ
ヤ
朝
が
設
兵
し
て
マ
ラ
ッ
カ
園
が
明
朝
か
ら
受
け
た
印
詰
を
奪
っ
た
ζ

と
を
、

マ
ラ
ッ
カ
が
明
朝
に
訴
え
て
居

り
、
乙
れ
に
醸
じ
て
明
朝
が
ア
ユ
タ
ヤ
園
王
を
議
戒
し
た
記
事
が
あ
る
。
つ
い
で
、
同
十
七
年
(
一
四
一
九
)
十
月
葵
未
の
僚
に
、

ア
ユ
タ
ヤ

朝
が
マ
ラ
ッ
カ
固
に
劃
し
て
兵
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
後
者
が
訴
え
た
の
に
麿
じ
て
、
明
朝
が
ア
ユ
タ
ヤ
朝
を
議
告
し
た
記
事
が
あ

る
。
さ
ら
に
、
宣
徳
六
年
(
一
四
三
一
)
二
月
壬
寅
の
燦
に
、

て
マ
ラ
ヅ
力
闘
が
明
朝
に
求
援
し
て
居
り
、

ア
ユ
タ
ヤ
朝
か
ら
匪
迫
さ
れ
、
園
王
自
身
の
明
へ
の
入
貢
が
阻
ま

れ
た
と
云
つ

@
 

乙
れ
に
つ

a

つ
い
て
明
朝
が
ア
ユ
タ
ヤ
園
王
を
議
戒
し
た
記
事
が
あ
る
。

- 93ー

い
ず
れ
も
ア
ユ
タ
ヤ
朝
か
ら
の
の
脅
威
を
訴
え
て
、
明
朝
の
力
に
よ
っ
て
そ
の
匪

@
 

力
を
緩
和
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る。

十
五
世
紀
初
め
に
ア
ユ
タ
ヤ
朝
は
マ
ラ
イ
半
島
を
支
配
し
て
い
た
。
そ
の

ア
ユ
タ
ヤ
朝
が
マ
ラ

こ
の
よ
う
に
、
初
代
か
ら
第
三
代
に
至
る
各
君
主
の
時
、

ヅ
カ
園
が
明
朝
か
ら
受
け
た
印
詰
を
奪
い
、

マ
ラ
ッ
カ
園
王
の
明
朝
へ
の
入
貢
を
阻
ん
だ
り
し
た
の
は
、
同
朝
が
従
属
園
幌
し
て
い
た
マ
ラ

ッ

カ
が
離
反
濁
立
の
た
め
明
朝
に
接
近
し
つ
。
つ
け
る
動
き
を
抑
止
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、

マ
ラ
イ
半
島
上
の
新
興
園
家
と
し
て
マ

ラ
ッ
カ
が
設
展
す
る
遁
は
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
支
配
か
ら
脱
す
る
と
と
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
明
朝
の
傘
下
に
入
る
政
策
が
と
ら
れ
た
こ
と

を

『
明
貧
録
』
の
前
述
の
各
記
事
が
示
し
て
い
る
。

マ
ラ
ッ
カ
園
初
期
四
代
の
君
主
が
明
朝
に
謝
し
て
異
常
に
緊
密
な
朝
貢
関
係
を
維
持
し
た
第

一
の
理
由
は
こ
と
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

と
の
マ
ラ

ッ
カ
圏
と
ア
ユ
タ
ヤ
朝
と
の
関
係
も
ま
た
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
の
出
現
に
よ
っ
て
大
き
く
繁
っ
た
。
『
ス
ジ

ャ
ラ
H
ム
ラ
ユ

』
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に
よ
る
と
、
A
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ
!
の
時
、
ま
ず
即
位
嘗
初
、
ア
ユ
タ
ヤ
軍
が
マ
ラ
ッ
カ
征
服
の
た
め
侵
入
し
た
が
撃
退
さ
れ
た
ζ

と、

そ
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の
後
暫
く
し
て
再
び
ア
ユ
タ
ヤ
軍
が

マ
ラ

ゲ
カ
を
攻
墜
し
撃
退
さ
れ
た
ζ

と
を
述
べ
て
い
る
(
∞
円
。

5M・
S
-
E1
S
)。
ζ

れ
に
針
し
て
タ
イ
誌

史
料
で
あ
る
ル

ア
ン
グ
日
プ
ラ
サ

1
ト
本
の
『
ア
ユ
タ
ヤ
王
朝
年
代
記
』
に
よ
る
と
、
小
暦
八

O
六
年
(
一
四
四
五
)
に
ア

ユ
タ
ヤ
園
王
が
マ

ラ
イ
中
十
島
方
面
で
勝
利
し
た
と
と
、
同
八
一
七
年
(
一
四
五
六
)
に
ア
ユ
タ
ヤ
園
王
が
マ
ラ
ッ
カ
遠
征
軍
を
準
備
し
た
と
と
が
記
さ
れ
て
居
り、

@
 

『
ス
ジ
ャ
ラ

H
ム
ラ
ユ
』
の
所
俸
と
一
致
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
雨
書
の
記
述
を
綜
合
す
る
と
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

I
の
即
位
嘗
初

と
晩
年
の
二
回
、

ア
ユ
タ
ヤ
箪
の
侵
入
が
あ
り
、
第

一
回
は
か
な
り
の
被
害
が
あ
っ
た
が
、
第
二
固
に
は
遂
に
撃
退
し
た
の
が
事
貧
に
近
い
と

考
え
ら
れ
る
。

『
東
方
諸
園
記
』
に
よ
っ

て
も
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ
ー
は
パ
ハ
ン

・
ト
レ

ン
ガ
ヌ

・
パ
タ

ニ
を
従
属
さ
せ
て
イ

ス
ラ
ム
化

し
(
生
田
、

四
O
四
頁
)
、
セ
ラ
ン
ゴ

1
ル
・
ケ
ダ
ー
な
ど
の
地
方
を
併
合
し
た
と
記
し
て
い
る
(
生
田
、
四
O
二頁)。

ζ

れ
ら
は
マ
ラ
イ
半
島
に

あ
り
マ
一
フ
ッ
カ
北
方
の
地
名
で
あ
る
か
ら
、

ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

l
の
時
、

マ
ラ
イ
牢
島
南
部
か
ら
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
勢
力
を
排
除
し
た
こ
と

を
意
味
す
る
。

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

l
の
時
、
建
園
嘗
初
か
ら
匪
迫
さ
れ
つ
づ
け
た
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
勢
力
を
撃
退
す
る
と
、

マ
ラ

ッ
カ
園
の
完
全
濁
立
へ

- 94ー

の
第
一
歩
が
質
現
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
と
す
れ
ば
、

マ
ラ

ッ
カ
園
が
明
朝
に
依
存
す
る
政
策
の
必
要
は
減
ず
る
わ
け
で
、
前
述
の
よ

う
に
、
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
リ
シ
ャ

1
以
後
の
劉
明
朝
貢
が

一
饗
し
て
消
極
的
に
な
り
、
同
時
に
ア
ユ
タ
ヤ
朝
の
武
力
匪
迫
を
訴
え
る
と
と
も
な
く

な
っ
た
の
は
完
全
濁
立
へ
の
動
き
と
無
関
係
で
は
・
な
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、

マ
ラ

ッ
カ
園
と
明
朝
と
の
闘
係
の
襲
化
に
つ
い
て
は
、
明
側
の
態
度
が
大
き
く
影
響
し
た
と
思
わ
れ
る
。

明
の
永
築
帝
(
一
四

O
三
l
一
四
二
四
)
が
積
極
的
な
海
外
政
策
を
と
っ
た
ζ

と
は
よ
く
知
ら
れ
て
居
り
、
い
わ
ゆ
る
鄭
和
の
南
海
遠
征
は
大
規
模
な
官
替
の
海
上

貿
易
の
展
開
で
あ
っ

て
、
永
繁
三
年
(
一
四
O
五
)
か
ら
宣
徳
八
年
(
一
四
三
三
)
に
か
け
て
前
後
七
回
の
遠
征
が
行
な
わ
れ
た
。
ζ

の
時
期
は

マ
ラ

ッ
カ
園
の
建
圏
直
後
か
ら
第
三
代
シ
ユ
リ

l

H
マハ

l
ラ
l
ジ
ャ
在
位
の
宇
ば
ま
で
に
相
嘗
す
る
。
官
営
の
南
海
貿
易
を
大
規
模
に
賓
施

す
る
明
朝
に
と
っ
て
、
南
海
交
通
の
一
大
要
衡
を
占
め
る
マ
ラ
グ
カ
圏
に
深
い
関
心
を
寄
せ
た
の
は
や
圃
然
で
、

マ
ラ

ッ
カ
闘
の
出
現
を
知
る
と

直
ち
に
使
者
を
源
遣
し
て
招
識
し
、

そ
の
固
と
朝
貢
闘
係
が
出
来
る
と
間
も
な
く
、
皇
帝
御
製
の
「
鎮
園
山
の
碑
銘
」
を
輿
え
て
保
護
者
的
立



場
を
明
ら
か
に
し
ゅ
あ
る
い
は
マ
ラ
y
カ
歴
代
の
君
主
を
肪
封
し
て
朝
貢
関
係
を
固
め
た
。

鄭
和
の
七
回
に
わ
た
る
遠
征
は
常
に
マ
ラ
y
カ
港
を
経
由
し
た
の
で
、
『
菰
涯
勝
覧
』
の
満
刺
加
園
の
燦
に

凡
中
園
賓
舶
到
彼
、
則
立
排
柵
如
城
垣
、
設
四
門
更
鼓
楼
。
夜
則
提
鈴
巡
警
。
内
叉
立
重
柵
如
小
城
。
蓋
造
庫
蔵
倉
厳
、

其
内
。
去
各
園
船
隻
回
到
此
慮
取
斉
、
打
整
番
貨
、
装
載
舶
内
、
等
候
南
風
正
順
、
於
五
月
中
旬
、
開
洋
回
還
。

一
躍
銭
糧
頓
在

と
記
す
よ
う
に
、

マ
ラ
ッ
カ
港
市
の
一
蓄
に
明
朝
の
特
別
匡
が
設
置
さ
れ
、
交
易
品
を
牧
納
す
る
倉
庫
が
設
け
ら
れ
て
、
官
営
貿
易
の
仲
纏
港

と
し
て
重
要
な
働
き
を
し
て
い
た
。
明
朝
に
と
っ
て
マ
ラ
y

カ
の
利
用
債
値
は
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
事
情
で
、
十
五
世
紀
半
ば
近
く
ま
で
、
明
朝
は
マ
ラ
ッ
カ
園
を
保
護
下
に
置
く
こ
と
に
熱
意
を
示
し
た
の
で
、

マ
ラ
y
カ
園
と

明
朝
と
の
利
害
が
一
致
し
、
相
互
に
緊
密
な
関
係
を
維
持
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
明
朝
の
側
で
は
宣
徳
帝
(
一
四
二
六
|
一
四
三
五
)
以

後
、
鄭
和
の
遠
征
を
中
止
す
る
な
ど
の
よ
う
に
劃
外
政
策
が
消
極
的
に
襲
更
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、

マ
ラ
y
カ
園
側
が
明
朝
と
の
朝
貢
関
係

を
第
り
な
く
績
け
よ
う
と
し
て
も
、
相
手
の
明
朝
が
消
極
的
に
な
っ
た
か
ら
従
前
、
ど
お
り
の
結
び
付
き
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
難
く
、

ζ

の

- 95ー

た
め
、
緊
密
念
朝
貢
関
係
に
よ
っ
て
マ
ラ
y
カ
園
が
明
朝
に
期
待
で
き
る
も
の
は
す
く
な
か
っ
で
あ
ろ
う
。
ム
ザ

y
フ
ア
ル
日
シ
ャ

1
以
後
に

明
朝
と
の
関
係
が
一
費
し
て
小
さ
く
な
っ
た
の
に
は
、
明
朝
に
た
よ
る
政
策
を
重
覗
し
な
く
と
も
よ
い
事
情
が
生
じ
た
と
ζ

ろ
に
、

ζ

の
よ
う

念
明
側
の
態
度
が
直
接
大
き
く
響
い
た
結
果
で
あ
ろ
う
。

八

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

l
以
後
に
明
朝
と
の
関
係
が
疏
遠
に
韓
じ
る
と
、

と
れ
に
麿
ず
る
形
で
、

マ
ラ
y
カ
園
と
西
ア
ジ
ア
方
面
と
の
関
係

が
深
く
な
っ
た
。

と
の
ζ

と
に
つ
い
て
は
、
『
東
方
諸
園
記
』
の
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル

H
シ
ャ

1
の
治
世
を
述
べ
た
部
分
に
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彼
の
名
撃
は
こ
れ
ら
の
三
人
の
王
〔
パ
ハ
ン
、

カ
ン
パ
ル
、

イ
ン
ド
ラ
ギ
リ
〕
を
イ
ス
ラ
ム
教
徒
と
し
、
ま
た
朝
貢
者
と
し
て
得
た
名
血
管
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に
よ
っ
て
大
い
に
上
り
、

ア
J

ア
ン
、
オ
ル
ム
ズ
、
カ
ン
パ
ヤ
、

ベ
ン
ガ
ラ
の
諸
王
か
ら
の
簿
言
と
贈
物
と
が
届
い
た
。
か
れ
ら
は
か
れ
ら

の
園
の
商
人
を
大
勢
振
遣
し
て
マ
ラ
カ
に
定
住
さ
せ
た
。

と
記
し
(
生
問
、
四

O
五
頁
)
、
同
王
の
時
代
に
商
ア
ジ
ア

・
イ
ン
ド
の
モ
ス
レ
ム
諸
園
と
闘
交
が
生
じ
、
各
地
か
ら
モ
ス
レ
ム
商
人
が
マ
ラ
ッ

カ
に
至
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に

ム
ザ
ッ
フ
ア
ル
リ
シ
ヤ
ー
が
周
遊
諸
闘
を
イ
ス
ラ
ム
化
し
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
大
君
主
ス
ル
タ
ン
と
な
っ

た
名
躍
に
よ
っ

て、

西
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
を
惹
き
つ
け
た
ζ

と
に
注
意
さ
れ
る
。
『
東
方
諸
園
記
』
の
マ
ラ
ッ
カ
園
の
貿
易
の
部
分
な
ど
を
見

る
と
、
同
固
と
イ
ン
ド

・
西
ア
ジ
ア
各
地
と
の
交
易
網
、
イ
ン
ド

・
西
ア
ジ
ア
の
モ
ス
レ
ム
商
人
の
マ
ラ
ッ
カ
港
に
お
け
る
経
済
活
動
な
ど
が

⑨
 

詳
記
さ
れ
て
い
る
(
生
田
、
四
五
五
|
四
七
二
頁
な
ど
)
。
同
書
は
十
六
世
紀
初
め
の
著
作
で
あ
る
が
、

マ
ラ

ッ
カ
園
と
西
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
と
の

経
済
的
な
強
い
結
合
は
十
五
世
紀
後
半
か
ら
現
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

十
五
世
紀
後
半
に
、

マ
ラ
ッ
カ
固
と
西
方
世
界
と
の
接
樹
が
密
に
な
っ

た
と
と
は
、
『
明
貫
録
』
の
記
事
か
ら
も
窺
う
こ
と
が
で
き

る
。
同

- 96ー

書
の
成
化
二
十
三
年
(
一
四
八
七
)
一一一
月
丁
卯
の
僚
に

天
方
回
目
阿
力
、
以
其
兄
納
的
遊
方
在
中
園
四
十
除
年
、
欲
至
雲
南
訪
求
之
。
因
自
備
資
物
累
高
、
於
満
刺
加
園
、
附
行
人
左
輔
至
京
進

貢。

而
信
用
内
官
京
各
所
侵
剤
、
奏
乞
査
験
。
機
部
請
佑
其
貢
物
酬
以
直
、
而
許
其
訪
兄
於
雲
南
。
上
目
、
阿
力
賞
以
姦
細
、
議
携
貨
物
、

促
進
貢
索
厚
利
、
且
在
館
惇
舌
口
県
悪
。
念
其
法
夷
、
姑
宥
不
問
。
錦
衣
衛
其
速
差
人
押
迭
贋
東
、
鎮
巡
官
牧
管
、
遇
便
遣
因
。

と
、
天
方
(
ア
ラ
ビ
ア
)
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
阿
力
(

J

E

H

)

が
進
貢
の
名
目
で
交
易
の
利
を
求
め
て
来
た
が
迭
還
す
る
と
い
う
記
事
が
あ
る。

阿
力
は
多
額
の
商
貨
を
持
っ
て
マ
ラ
ッ
カ
に
至
り
、
さ
ら
に
中
園
貿
易
を
志
し
た
の
だ
か
ら
モ
ス
レ
ム
商
人
で
あ
ろ
う
。
行
人
左
輔
は
紛
封
使

9
 

と
し
て
こ
の
年
マ
ラ

ッ
カ
固
に
赴
い
た
の
で
あ
る
が
、
阿
力
は
そ
の
時
聞
に
随
仲
け
し
て
明
朝
に
至
り、

詮
還
の
場
合
も
庚
東
か
ら
で
あ
る
か
ら

海
路
で

マ
ラ
ッ
カ
に
戻
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
明
代
に
お
け
る
天
方
園
の
朝
貢
は
陸
路
中
央
ア
ジ
ア
の
ル

l
ト
に
よ
っ
た
の
に
、

と
の
頃
K
な

ス
u
h
』、
ア
ラ
ビ
ア
の
商
人
が
マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
中
閤
貿
易
を
志
す
よ
う
に
な
っ
た
ζ

と
を
示
し
て
い
る
。
っ
。つい

て、

弘
治
五
年
(
一
四
九
二
)

九
月
壬
申
の
僚
に



虎
刺
撤
園
回
目
伯
魯
湾
等
、
従
海
道
至
京
、
貢
破
琢
・
璃
猶
等
方
物
。

(
下
略
)

と
、
虎
刺
撒
(
ホ
ラ
1
サ
I
ン
)
の
モ
ス
レ
ム
商
人
が
海
路
で
明
廷
に
至
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
の
も
、
同
じ
く
マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

『
明
貫
録
』
の
弘
治
二
年
(
一
四
八
九
)
十
一
月
壬
申
の
傑
に

菖
例
、
撤
馬
見
牢
入
貢
、
俣
由
甘
粛
艶
途
。
至
是
、
阿
黒
航
王
遣
使
、
従
満
刺
加
園
取
路
、
進
獅
子
・

鵬
鵡
等
物
、
至
慶
州
。
雨
贋
総
督

等
官
以
開
。

(
下
略
)

@
 

と
、
撤
馬
見
牢
(
サ
マ
ル
カ
ン
ド
)
の
朝
貢
は
従
前
は
陸
路
に
よ
っ
て
至
っ
た
の
に
、

こ
の
時
、
同
園
の
阿
黒
腕
(
〉
ザ
ヨ
邑
)
王
の
朝
貢
使
節
が

マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
慶
州
に
至
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
と
れ
に
関
連
し
て
、
こ
れ
よ
り
前
の
成
化
二
十
一
年
こ
四
八
五
)
五
月
葵
亥
の
篠
に

庚
東
左
布
政
使
陳
選
奏
、
俸
聞
、
撤
馬
見
竿
使
臣
由
贋
東
蹄
園
、
勝
佐
瀬
刺
加
園
、
求
買
獅
子
以
献
。
(
下
略
)

と
、
サ
マ
ル
カ
ン
ド
の
朝
貢
使
節
(
成
化
十
九
年
に
陸
路
で
至

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
)
が
婦
圏
に
際
し
て
、
康
東
か
ら
海
路
を
と
り
、

マ
ラ
γ
カ
に
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至
っ
て
買
物
を
す
る
ζ

と
を
希
望
し
た
記
事
が
あ
る
。
海
路
で
鯖
園
し
マ
ラ
ッ
カ
に
寄
ろ
う
と
し
た
の
は
、

こ
の
頃
サ
マ
ル
カ
ン
ド
に
於
て
マ

ラ
ッ
カ
に
お
け
る
海
上
通
商
の
盛
況
が
知
ら
れ
た
か
ら
で
、

そ
の
後
も
マ
ラ
ヅ
カ
に
謝
す
る
関
心
が
つ
。つ
い
て
い
た
か
ら
、
弘
治
二
年
の
朝
貢

の
場
合
は
、
初
め
か
ら
海
路
に
よ
り
マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
至
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

以
上
の
事
例
は
、
十
五
世
紀
後
半
の
マ
ン
ス

1
ル
H
シ
ャ
ー
か
ら
マ
フ
ム

1
ド
リ
シ
ャ
ー
に
至
る
時
代
に
あ
た
る
こ
と
で
あ
る
。

と
の
頃
モ

ス
レ
ム
商
人
あ
る
い
は
そ
ス
レ
ム
園
家
の
朝
貢
が
相
つ
い
で
マ
ラ
ッ
カ
経
由
で
明
朝
に
至
っ
て
い
る
の
は
、

マ
ラ
ッ
カ
が
海
上
交
易
の
一
大
セ

ン
タ
ー
と
な
っ
た
か
ら
生
や
し
た
ζ

と
で
、
明
朝
ま
で
足
を
の
ぼ
さ
ず
マ
ラ
ッ
カ
に
往
来
し
た
だ
け
の
モ
ス
レ
ム
商
人
の
数
は
一
段
と
多
か
っ
た

で
あ
ろ
う
。
西
方
イ
ス
ラ
ム
世
界
各
地
か
ら
商
人
が
マ
ラ
ヅ
カ
に
至
っ
た
か
ら
、
彼
等
の
活
動
を
通
じ
て
マ
ラ
ッ
カ
港
の
繁
栄
が
イ
ス
ラ
ム
世

界
に
庚
く
知
ら
れ
、

サ
マ
ル
カ
ン
ド
や
ホ
ラ
1
サ
1
ン
ま
で
関
心
を
寄
せ
る
程
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

マ
ラ
ッ
カ
園
に
関
す

る
『
明
質
録
』

"261 

の
記
載
に
お
い
て
、
十
五
世
紀
前
半
托
は
上
掲
の
よ
う
な
事
例
は
全
く
な
い
の
に
、
十
五
世
紀
後
牟
に
な
る
と
次
々
と
と
う
し
た
記
録
が
あ
る
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の
は

モ
ス
レ
ム
園
家
マ
ラ
Y

カ
の
成
立
後
に
生
じ
た
新
し
い
現
象
で
あ
る
。

九

マ
ラ
ッ
カ
園
を
め
ぐ
る
園
際
関
係
の
動
き
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

と
の
園
の
イ
ス
ラ
ム
化
の
時
期
と
動
機
が
理
解
で
き
る。

十
五
世
紀
半
ば
に
明
朝
の
封
外
政
策
が
積
極
策
か
ら
消
極
策
へ
と
急
鱒
換
し
た
ζ

と
は
、
建
圏
以
来
明
朝
に
密
着
し
て
来
た
マ
ラ
ッ
カ
固
に

と
っ
て
大
問
題
で
あ
っ
て
、
明
朝
に
た
よ
る
政
策
に
代
る
新
し
い
も
の
を
求
め
る
と
と
が
必
要
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
む
鄭
和
の
遠
征
の
中
止
な

ど
は
や
回
初

マ
ラ
ヅ
カ
圏
を
や
困
惑
さ
せ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、

や
が
て
、
同
園
に
と
っ
て
明
朝
の
傘
下
を
脱
し
て
濁
り
歩
き
で
き
る
好
機
を
も
た

ら
す
結
果
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

明
朝
の
官
営
貿
易
が
停
止
さ
れ
、

マ
ラ
γ
カ
港
を
仲
経
基
地
と
し
た
明
帝
園
の
権
威
に
よ
る
南
海
貿
易
が

消
滅
し
た
の
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
、

ア
ユ
タ
ヤ
朝
を
マ
ラ
イ
牢
島
南
部
か
ら
追
い
出
し
え
た
か
ら
、

マ
ラ

γ
カ
園
の
東
西
海
上
交
通
に
占
め
る
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好
位
置
を
活
用
し
て
海
上
通
商
の
利
を
牧
め
、
或
る
程
度
ま
で
明
朝
に
代
っ
て
南
海
貿
易
の
主
導
権
を
握
る
と
と
が
で
き
る
情
勢
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。

明
朝
の
よ
う
な
大
圏
で
な
い
マ
ラ
ッ
カ
園
に
と
っ
て
、
海
上
貿
易
の
利
を
牧
め
る
に
は
モ
ス
レ
ム
商
人
を
誘
引
す
る
と
と
が
望
ま
し
く
、

そ

の
た
め
に
は
イ
ス
ラ
ム
教
を
厚
く
保
護
す
る
姿
勢
が
必
要
と
な
り
、
や
が
て
園
家
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
至
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ム
教
を
園

家
的
に
受
容
す
る
新
政
策
を
選
捧
す
る
と
と
が
、
十
五
世
紀
中
十
ば
の
マ
ラ
y
カ
園
君
主
ム
ザ
ッ
フ
ア
ル

H
シ
ャ

1
の
仕
事
と
な
っ
た
の
で
あ

る。

ζ

の
新
政
策
の
選
揮
で
、
十
五
世
紀
後
半
に
な
る
と
明
朝
と
の
関
係
は
疎
遠
に
轄
じ
た
が
、

マ
ラ

y
カ
園
と
イ
ン
ド
・
西
ア
ジ
ア
の

モ
ス

レ
ム
商
人
と
が
手
を
結
ぶ
海
上
貿
易
が
新
し
く
展
開
し

マ
ラ
ッ
カ
港
が
そ
の
セ
ン
タ
ー
と
な
っ
て
繁
築
し
、

イ
ス
ラ
ム
世
界
各
地
の
商
人
を

惹
き
つ
け
る
に
至
っ
た
。
か
く
し
て
、
イ
ス
ラ
ム
化
し
た
マ
ラ
ッ
カ
闘
は
従
来
の
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
と
は
縁
が
薄
く
な
り
、

西
方
イ
ス
ラ
ム
世

界
と
結
び
つ
い
た
新
し
い
園
家
に
襲
っ
た
か
ら
、

そ
の
園
の
新
し
い
歴
史
が
始
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
。

マ
ラ
ッ
カ
園
の
イ
ス
ラ
ム
教
受
容
は
主
と
し
て
経
済
的
動
機
K
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
が
、
東
南
ア
ジ
ア
の
大
部
分
が
・
な
お
俸
統
的
・
な
イ
ン



と
と
に
な
っ
た
。

モ
ス
レ
ム
園
家
プ
フ
ヅ
カ
は
イ
ス
ラ
ム
文
化
に
基
づ
く
新
し
い
鰻
制
の
園
家
が
出
現
し
た

マ
ラ

ッ
カ
海
峡

ド
的
文
化
と
闘
家
陸
制
と
に
止
す
て
い
た
段
階
で
干

ζ

の
た
め
、
新
宗
教
イ
ス
ラ
ム
教
は
新
興
園
家
マ
ラ
ッ
カ
が
設
展
す
る
た
め
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
提
供
し
、

周
溢
諸
闘
を
従
属
さ
せ
て
イ
ス
ラ
ム
化
す
る
と
と
が
で
き
、
再
侵
略
を
企
て
る
ア
ユ
タ
ヤ
朝
に
劃
抗
す
る
力
と
も
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

マ
ラ
ッ
カ
園
の
果
し
た
役
割
は
大
き
い
が
、
嘗
時
の

同
園
は
イ
ス
ラ
ム
世
界
の
一
環
と
な
っ
て
居
り
、

東
南
ア
ジ
ア
の
庚
い
範
圏
が
十
五
世
紀
後
半
か
ら
急
速
に
イ
ス
ラ
ム
化
し
た
に
つ
い
て
、

イ
ン
ド
・
西
ア
ジ
ア

の
諸
園
家
や
富
商
が

と
の
園
を
背
後
か
ら
経
済
的
精
神
的
に
支
援
す
る

と
れ
が
イ
ス
ラ
ム
化
展
開
の
強
い
力
に
な
り
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

情
勢
で
あ
っ
た
か
ら
、
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註①
東
南
ア
ジ
ア
の
イ
ス
ラ

ム
化
と
マ
ラ
ッ
カ
圏
と
の
関
係
に
つ
同
て
は
、

例
え
ば
、

U
・c-同
出回
=
-
h
A

h
hな門
司
ミ
ミ
~
山
由
民
hp
・同白
M
H

弘
之
白
・

ωa

a--zm宅
J

へO
『

F
5
8・
司
-
N
G
A
山
内
門
的

2
参
照
。

②
マ
ラ
ッ
カ
閣
の
イ
ス
ラ
ム
化
に
関
す
る
研
究
に
は
、
の
冒
互
。
司
F
R

d
『目
r
p

怠

P
E
R
S
-印
刷
同
ユ
可
穴
吉
岡
田
同
ロ
門
同
門
}
凶
巾
河
巾
円
巾
司
Z
O
ロ
o
ご∞

zsv

h
e
凶岡
弘
同
〈
o
--m
・
2
0

N
(
5
E
)
・

3
・
H
E
l
H
N
∞
・
が
一

議
に
償
す

る
。
た
だ
、
『
明
貫
録
』
・
な
ど
中
園
史
料
の
利
用
が
不
十
分
で
惜
し
ま
れ

る
。
イ
ス
ラ
ム
化
を
特
に
扱
っ
た
も
の
で
は
・
な
い
が
、
関
連
あ
る
有
盆
な

論
著
に
は
、
生
田
滋
「
マ
ラ
ッ
カ
王
園
に
お
け
る
園
家
権
力
形
成
の
過

程
」
(
山
本
達
郎
編
『
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
権
力
構
造
の
史
的
考
{
祭
』
所

枚
、
東
京
、

一
九
六
九
年
、
同
輩
出
二
五
五
|
二
八
六
頁
)
が
あ
る
。

③
マ
ラ
ッ
カ
園
君
主
の
在
位
年
代
に
つ

い
て
の
従
来
の
設
に
は
-訂
正
す
ベ

き
黙
が
多
い
。
本
論
文
で
は
『
明
貫
録
』
そ
の
他
に
よ
っ
て
訂
正
し
た
在

位
年
代
を
示
す
。
以
下
同
様
。
な
お
、
マ
ラ
ツ
カ
園
諸
王
の
在
位
年
代
に

つ
い
て
は
『
お
茶
の
水
女
子
大
事
人
文
科
事
紀
要
』
第
二
九
を
に
設
表
の

語
版
定
で
あ
る
。

④

マ

ン

ス

I
ル
H
シ
ャ
!
の
墓
石
に
つ
い
て
は
、
宅
H

，F
巾
の

5
2
ω
g
s

。『

ωロ
-
S
E
玄白

B
R
E与
え
玄
白
g
n
g
j
h
hミ
ミ
白
雪
岳
災
。
ョ
〈
。
一
-

m
-
z
o
-
-
(
H
8
3
・

3
・
8
ー
ヨ

参
照
。

③

マ

ン

ス

1
ル
日
シ
ャ

1
の
墓
碑
の
抑
併
設
は
、
』
司
・
冨

Z
ロ
2
F
」
Z

。
門
田
〈
中
印
件
。
口
巾
O
同
ω三
g
ロ
富
由
ロ
田
口
門
的
古
田
町

O
同
富
田
-
田
n
g
(
広明∞

1
3

〉-U)・
3
H
勾
h
~
混
同
・
〈
o
-
-
F
M
M円以〈
(HUNN)w

司司
-
H
l
ω

参
照
。

⑥

ア

ラ
1
ウ
ッ
デ
ィ

1
ン
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
、
関
口
問
宵
ロ
メ
σaz--・出回・

ヨ
広
玄
ロ
関
口
MHrz
，〉
σ
ι
E
J
4
沼田
]
-
P
J
口印円門戸
U
C
O
ロ
田
口
口
〉
ロ
ロ
芯
ロ
円

』O
F
O
R
M
の
「
向
〈
中
2
0
ロ
巾
師
、
同
』
均
一句勾込'凶・

〈口一
-
M-
円VFω(HUωN)
・旬司
-
H日
mw

l
H
E
N
参
照
。

⑦

F
H
p
w
甘

-
H
8
.

⑧
マ
ラ
ッ
カ
閣
の
銭
貨
に
つ
い
て
は
、
の
-Z

O

島
0
3・
窓
、HJF
巾
宮
白
一色可

。cF
E
D同
三
郎
一
2
2
-
w
M
H
h
h切勾b'凶
e

〈
D
F
U〈
〈
ロ
-
宮
-
H
2
8
3
・

3
・

H
l
H
N
参
照
。
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ア
ラ
l
ウ
ッ
デ
ィ
ン
の
在
位
年
代
に
つ

い
て
、

従
来
の
設
は
一
四
七
七

l
一

四
八
八
年
で
あ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
一
四
七
七
l

一
四
八

O
頃
と

す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
論
詮
は
別
に
設
表
す
る
。
注
③
参
照
。

⑮
『
明
貫
録
』
に
は
、
と
の
他
に
、
成
化
五
年
三
月
戊
成
に
満
刺
加
園
王

潟
速
沙
児
の
遣
使
朝
貢
が
あ
り
、
同
十
七
年
七
月
辛
丑
に

「
浦
刺
加
闘
故

王
蘇
丹
速
沙
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

「
涌
速
見
沙
」「
蘇
丹
芭
速
沙
」

の
誤
脱
と
考
え
ら
れ
る
。

⑬
生
田
滋
ほ
か

『
ト
メ

・ピ

レ
ス
東
方
諸
闘
記
』
(
東
京
、

一
九
六
六
年
、

四
O
二

・
四

O
九
頁
)
、
張
突
善

『
明
代
中
園
輿
馬
衆
車
的
関
係
』
(
台
北、

民
図
五
十
三
年
、
四
九

・
五
三
頁
)
、
な
ど
参
照
。

⑫

張

突

善
、
前
掲
書
六
二
頁
参
照
。
な
お
、

-
d
z
-
3
5
0
y
a
F
巾
伺
o
v

2
}
巾

ω
丘
、
可
E

EE印
白
目
ロ
島
市
-
d
-
2
0
戸
『
O
己

g

g

E
同

~
"
M
2
h
J
〈
o
-

}
(
M
只
〈
EU
E
Z
N
|
閉
会
宏
∞
).
百
-
H
S
2
2
A
を
も
参
照
。

⑬

ア
ラ
1
ウ
ッ
デ
ィ

l
ン
の
名
の
み
が
明
側
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
理
由

は
、
十
五
世
紀
後
牢
に
は

マ
ラ
ッ
カ
園
の
明
朝
に
判
別
す
る
朝
貢
の
間
隔
が

あ
い
て
い
た
の
に
、
同
王
の
在
位
期
聞
が
短
か

っ
た
の
で
、
そ
の
在
位
が

知
ら
れ
ず
に
す
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑭
マ
ラ
ッ
カ
閤
歴
代
君
主
の
漢
字
表
記
に
つ
い
て
は、

注
⑫
の
雨
論
著
、

お
よ
び
藤
原
利

一
郎
「
明

・
尚
刺
加
関
係
の
成
立
と
設
展
」
『
東
南

ア
ジ

ア
研
究
』
六
の
四
、
一
九
六
九
年
、

一
O
九
1

一
一
一
九
頁
、
当
自
問
。
己
弓

阿
君
己
・
」
吉
田
ぷ
「
印
門
↓
『
円
m
m
河
口
一
巾
3
0
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玄
白
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白
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ミ
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勾
b
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切
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〈
口
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・

何
回
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戸
支
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2
8
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目
当
・
ロ
|
お
な
ど
参
照
。

⑮

ト

メ

H
ピ
レ
ス
の
『
東
方
諸
岡
記
』
に
つ
い
て
は
、
生
田
滋
ほ
か
『
ト

メ
・
ピ
レ
ス
東
方
諸
悶
記
』
(
東
京
、

一
九
六
六
年
)
の
解
説
の
部
分、

⑨ 

〉
の
O
『
円
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印
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め
足
達
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O
ミ
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ミ
iMJ-号
室
町

、
マ
2
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F
O
コ
門
凶
o
p

早
急
.
z
q
D
E
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を
参
照
。
以
下
に
本
書
を
引
用
す
る
場
合
に
は
、

ほ
ぼ
生
田
氏
ほ
か
の
邦
誇
書
K
接
り
、
(
生
田
、
四

O
五
頁
)
の
よ
う
に

記
し
た
。

⑮
『
ス
ジ
ャ
ラ

H
ム
ラ
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の
テ
キ
ス
ト
は

見

。
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5
2
E
F
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印
2
F
E
S
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玄
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ミ
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H
ミ
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〈
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【-百円
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ω
(
H
S
∞
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英
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の
・
∞
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3
・
恕
』
ミ
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ミ
ミ
ミ
ミ

ミ
ミ
色
白
H
h
g
b
~
F
F
O
E
S
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を
参
照
し
た
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以
下
に
本
書
を

引
用
す
る
場
合
に
は
、
(
切
「
o
d弓
P
H
6
・
8
|
企
)
の
よ
う
に
記
し
て
英
語

書
の
頁
数
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し
た。

⑫

玄
白
r
E
己
ヨ
は
ζ

の
場
合
は
船
主
か
も
知
れ
な
い
。

口
・河』

d
〈日
=
2
ロー

∞o
p
h
〉

h
a
z
y
-
同
苫
h
E
Mb
b
H
hHH口芯白、いて・ω-口問
白
百
O
『
p
g
ω
N・
百円
・
ロ・

司・由ω・

⑬
『
ス
ジ
ャ
ラ
リ
ム
ラ
ユ
』
の
書
誌
的
説
明
は
、
河
・。
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⑭
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原
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ど
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照
。
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②
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)
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し
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。
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芸
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サ
イ
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け
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活
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い
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は
、
生
田
『
東
方
諸
園
記
』
一
一
六
五

l
二
七
一
頁
な
ど
参
照
。

⑧
注
②
の
宅
島
市
氏
論
文
お
よ
び
注
⑭
の
藤
原
・
4
司
自
問
商
品
担
授
論
文

を
参
照
。
と
く
に
巧

g同
教
授
が
通
設
の
誤
で
あ
る
と
と
を
強
く
主
張

し
て
い
る
。

⑧
通
設
で
は
付
同
を
一
人
の
王
と
し
、
そ
の
た
め
代
数
は
同
が
向
、
同
聞
が

同
と
繰
り
上
っ
て
い
る
が
、
そ
の
誤
で
あ
る
こ
と
は
前
に
略
述
し
た
。
な

お
、
各
君
主
の
在
位
年
代
も
遁
設
を
-
訂
正
し
て
あ
る
と
と
は
注
③
参
照
。
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『

滅
渡
勝
覧
』
は
引
用
し
た
文
章
に
つ
づ
い
て
、
「
其
王
服
用
、
以
細

白
番
布
婦
問
頭
」
と
記
し
て
い
る
。
同
蓄
の
逢
羅
閣
の
僚
で
、
関
王
の
服
制

を
説
明
し
た
部
分
に
、
「
王
者
之
紳
、
用
白
布
線
頭
」
と
同
様
の
習
俗
を

停
え
て
い
る
か
ら
、
タ
ー
バ
ン
の
類
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
わ

れ
る
。

⑧
小
川
博
『
馬
歓
議
涯
勝
賞
』
(
東
京
、
昭
和
四
十
四
年
)
、
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お
よ
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・

〈・
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U曲目
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H
U叶
C

の
解
題
の
部
分
を
参
照
。

⑧
注
②
の
巧
呉
巾
氏
の
論
文
(
一
一
九
頁
)
で
は
、
一
四
三
三
年
以
後

の
補
記
と
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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同
V

白
g
g巾
臥
〈
同
ユ
の
比
定
は
既
に
定
説
化
し
て
い
る
。
恕
立
毛
白
河
と
ど

閉
山
白
色
自
の
比
定
は
生
国
氏
も
述
べ
て
い
る
(
注
②
の
生
田
氏
の
論
文
、

二
六
五
、
二
六
六
頁
な
ど
)
。

⑧
ム
ザ
ッ
フ
ァ
ル
H

シ
ャ

1
の
宮
廷
革
命
と
も
呼
ぶ
べ
き
即
位
の
際
の
一

蓮
の
事
件
と
そ
の
意
味
に

つ
い
て
は
、
別
に
ま
と
め
て
務
表
す
る
議
定
な

の
で
今
回
は
省
い
て
燭
れ
な
い
。
な
お
、
注
②
所
記
の
生
田
氏
の
論
文

(
二
六
六
頁
以
下
)
は
と
の
事
件
の
設
明
と
し
て
参
考
に
な
る
。

⑨
マ
ラ
ッ
カ
と
明
朝
と
の
初
期
の
関
係
に
つ
い
て
の
す
ぐ
れ
た
論
考
は
、

注
⑭
所
記
の
藤
原
・

4
Fロ
同
商
品
蹴
授
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も
の
で
あ
る
。

⑧

マ
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ス

1
ル
1
シ
ャ
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時
代
の
朝
貢
記
事
は
、
天
順
三
年
二
四
五

九
)
、
成
化
四
年
(
一
四
六
八
)
、
同
五
年
(
一
四
六
九
)
、
同
十
一
年
二

四
七
五
)
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
成
化
四
年
の
も
の
だ
け
は
園
主
の
波
遣

で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
ず
、
次
の
園
王
の
も
の
と
時
間
的
に
く
っ

つ
い

て

い
る
の
で
、
園
王
の
遣
使
朝
貢
と
は
関
係
な
く
、
マ
ラ
ッ
カ
居
住
商
人
の

渡
船
か
も
知
れ
な
い
。

⑧
イ
ス
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ン
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H
シ
ャ
ー
が
ア
ユ
タ
ヤ
靭
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
と
と

は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
パ
ロ
ス
の
『
ア
ジ
ア
史
』
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中
に
も
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述
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あ
る

(
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田
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東
方
諸
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⑧
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⑧
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史
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朝
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、
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園
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表
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not. As the officialtransfer system broke down, the price of the topsoil increased

steeply; as the cost of buying back the topsoil became prohibitive relativeto the

buying power of landlords and peasants in general. the security of tenure of the

cultivators was stabilized.According to the conventional theory, topsoil rights

were equivalent to permanent tenancy and peasants who had rights to the topsoil

enjoyed permament rights to cultivateit.But this is an error. In fact it was only

the difficultyof paying back the price of the topsoil which checked the landIordS’

abilityto dispose of the land as they wished.

The Beginning of the Malacca Sultanate

　　　　　　　　　　　　　　　　

HisanoΓ/ Wada

　

Malacca came under the influence of Islam in the 趾St half of the fifteenth!

century owing to the activitiesof Muslim merchants, but it is clear―from thfr

funerary stelesof Mansur Shah,‘Ala'u'din, and others. from the coinage issued

by MuzafFur Shah, Mansur Shah, and Mahmud Shah, from the designation

“King Man-la-hia” 満刺加國王which appears in the Ming Veritable Records

明賞録, and from records such as Tome Pires' Suma Oriental―that the emer-

gence of Malacca as ａMuslim state took place around the middle of the fifteenth.

century in MuzaflFar Shah's time.

- ５

　

－



　

There are different traditions concerning the islamisation of Malacca recorded

in the Sejarah Melayu and the Suma Oriental, but neither of them is reporti!Ig

historical fact, both being compositions dating from the time of the Malacca

Sultanate. What both books have to say about the history of Malacca before

MuzaflFar Shah was. similarly, doctored to accord with viewpoint emphasizing

Islamic matters which was characteristic under the Sultanate｡

　

When considering international relations centering on Malacca it is vital to

distinguish between the periods before and after Muzaflfar Shah. The relations

between the kings of Malacca in the firsthalf of the fifteenth century and the

Ming court were exceedingly cordial, but after Muzaffar Shah there was an

abrupt change to much cooler relations. At the same time Malacca's relations

with the Muslim world to the west became much more intimate. When the state

･of Malacca was established, positive foreign policy under the Yong-le永楽

‘emperor was at its zenith, but Ming foreign policy became increasingly negative

in subsequent reigns. and one may conclude that Malacca would have had to

ヽabandon its policy of reliance on the Ming and seek new alignments. This is

why the Malacca Sultanate came into being from MuzaflFar Shah's time, and as

ａ result Malacca gradually entered into deeper relations with the Muslim world

O f the west and passed into ａ new phase of itshistory･

- ６

　

－


